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トピックス　  まちの話題 

楽
積
み
木
広
場
が
開
か
れ
ま
し
た

１
月
13
日
、
わ
に
っ
こ
ク
ラ
ブ
主
催
の
楽

積
み
木
広
場
が
開
か
れ
ま
し
た
。

阿
保
代
表
は
「
当
初
の
開
催
か
ら
今
年
で

15
年
目
と
な
る
。
親
御
さ
ん
や
児
童
館
の

方
々
、
町
内
の
保
育
園
等
、
周
り
の
方
々
に

ご
協
力
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、

平
面
で
し
か
作
れ
な
か
っ
た
子
供
た
ち
が
立

体
で
造
形
で
き
る
よ
う
に
な
る
な
ど
、
成
長

が
感
じ
ら
れ
る
こ
と
が
非
常
に
嬉
し
い
。
こ

の
よ
う
な
安
全
で
安
心
で
き
る
居
場
所
が
あ

れ
ば
い
い
な
と
思
い
、
こ
の
機
会
を
来
年
度

以
降
も
継
続
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

る
。」
と
述
べ
ま
し
た
。

参
加
し
た
子
ど
も
た
ち
は
、
真
剣
に
取
り

組
む
と
と
も
に
楽
し
ん
で
い
た
様
子
で
「
楽

し
か
っ
た
、
ま
た
や
り
た
い
」
と
の
声
が
あ

り
ま
し
た
。

死
亡
事
故
ゼ
ロ
２
７
０
０
日
を
達

成
し
ま
し
た

町
が
交
通
死
亡
事
故
ゼ
ロ
２
７
０
０
日
を

達
成
し
た
と
し
て
、
町
交
通
安
全
対
策
協
議

会
と
町
交
通
安
全
母
の
会
連
合
会
は
、
昨
年

12
月
26
日
、
県
警
察
本
部
に
お
い
て
磯
丈
男

県
警
察
本
部
長
か
ら
表
彰
を
受
け
ま
し
た
。

山
田
町
長
は
「
母
の
会
や
関
係
団
体
と
連

携
し
な
が
ら
こ
う
い
う
素
晴
ら
し
い
記
録
に

つ
な
が
り
、
感
謝
し
た
い
。
今
後
も
連
携
し

努
め
て
い
き
た
い
」、
成
田
会
長
は
「『
交
通

安
全
は
家
庭
か
ら
』
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
、
マ

ス
コ
ッ
ト
の
配
布
活
動
等
を
行
っ
て
き
た
。

こ
れ
か
ら
も
一
日
一
日
を
積
み
重
ね
て
い
き

た
い
」
と
話
し
て
い
ま
し
た
。

新
年
互
礼
会
が
開
か
れ
ま
し
た

町
商
工
会
主
催
の
新
年
互
礼
会
が
１
月
12

日
に
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー
「
鰐 

ｃ
ｏ
ｍ
ｅ
」

に
て
４
年
ぶ
り
に
開
か
れ
ま
し
た
。

開
会
に
先
立
ち
、新
年
祈
願
祭
が
行
わ
れ
、

町
の
経
済
発
展
・
町
民
の
健
康
と
安
全
を
祈

願
し
ま
し
た
。

開
会
に
あ
た
り
、
佐
藤
会
長
よ
り
「
コ
ロ

ナ
の
関
係
で
４
年
ぶ
り
の
開
催
と
な
り
ま
し

た
新
年
互
礼
会
も
、
お
か
げ
さ
ま
で
29
回
目

を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
１
年

は
も
と
よ
り
、コ
ロ
ナ
禍
で
の
長
期
間
、皆
々

様
が
大
鰐
町
商
工
会
を
ご
支
援
く
だ
さ
い
ま

し
た
こ
と
に
心
よ
り
感
謝
と
お
礼
を
申
し
上

げ
ま
す
。」
と
式
辞
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

健
康
フ
ェ
ス
タ
i
n
鰐
c
o
m
e

が
開
催
さ
れ
ま
し
た

健
康
運
動
指
導
士
の
小
関
潤
子
先
生
に
よ

る
運
動
を
交
え
た
講
演
や
出
張
健
康
鑑
定
団

の
体
組
成
等
の
測
定
、
第
一
生
命
保
険
株
式

会
社
の
協
力
に
よ
る
野
菜
の
摂
取
量
の
測
定

等
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

山
田
町
長
は
「
健
康
長
寿
宣
言
八
か
条
に

は
、『
健
康
づ
く
り
事
業
に
は
、
積
極
的
に

参
加
し
ま
す
』
と
掲
げ
て
お
り
、
こ
こ
に
参

加
さ
れ
て
い
る
皆
さ
ま
は
、
ま
さ
に
町
民
の

模
範
と
な
る
も
の
で
あ
り
ま
す
」
と
述
べ
ま

し
た
。

参
加
者
は
小
関
先
生
と
大
鰐
小
唄
の
サ
ン

バ
調
の
リ
ズ
ム
に
合
わ
せ
て
楽
し
く
体
を
動
か

し
、
健
康
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
ま
し
た
。
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インフォメーション　  まちのお知らせ 

広報おおわに ２月号

高齢者は、「健康」「お金」「孤独」という３つの大きな不安をきっかけとしたトラブルに巻き込まれやすい傾
向があると言われています。また、認知症などにより判断能力が不十分となった高齢者が消費者被害に遭うケー
スも増えています。地域の見守りで消費者被害を防ぎましょう。

●気づきのポイント
高齢者は、消費者被害にあっていても本人が気付いていないケースや、気付いても「人に知られるのが恥ずか

しい」「家族に怒られる」と周りに相談できず１人で抱え込んでいるケースも多いため、小さなサインに気付く
ことが重要です。高齢者だけで生活しているお宅で以下にチェックが入る場合は、声をかけ自然な会話の流れで
話を聞いてみましょう。

□　見慣れない人や車が出入りしている
□　見慣れない段ボールや新しい商品がある
□　見積書、契約書など不審な書類や名刺が置いてある
□　頻繁に金融機関やコンビニでお金を支払っている
□　お金に困っている様子が見られる
□　修理やリフォームを頻繁に行っている

【高齢者の方へ】
少しでも不審に思ったり、トラブルが起きた時は、１人で悩まず相談しましょう。
【地域の方々へ】
消費者トラブルに気付いた時は、相談にのったり、相談する機関を紹介するなどのご協力をお願いします。
【相談先】
弘前市市民生活センター（☎34・3179）または消費者ホットライン188（イヤヤ！）へすぐご相談ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●日時　３月11日（月）午前９時30分から午前11時30分まで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●場所　大鰐町総合福祉センター

〇もの忘れ検診
　65歳以上の町民を対象に認知症の早期発見・早期受診を目的として実施しています。検査はタッチパネ
ルを使用して行います。検査時間は１人30分程度です。
※検査を希望される場合は事前申し込みが必要です。検査費無料
【申込先】保健福祉課地域包括支援係　☎55・6569（直通）
〇おれんじカフェ
　認知症について知る、相談することができる場として実施しています。認知症の方やその家族だけではな
く、認知症に関心のある方はどなたでも参加できます。お飲み物や脳トレもご用意していますのでお気軽に
ご参加ください。
※事前申し込みは不要です。参加費無料。

■お問合せ　保健福祉課地域包括支援係　☎55・6569（直通）

みんなで防ごう
　　　　消費者トラブル

こんなことはありませんか…？

　困ったな、おかしいなと思ったら

３月の事業のお知らせ
「もの忘れ検診」「おれんじカフェ」
　



4

インフォメーション　  まちのお知らせ 

中央公民館改修工事に伴う全館休館のお知らせ
中央公民館改修工事に伴い、昨年11月から図書室のみの利用となっておりますが、下記のとおり全館休館す

ることとなりました。
利用者・周辺住民の皆様には、利用の制限や工事に伴う影響があることから、多大なご不便・ご迷惑をお掛け

しますが、何とぞ、ご理解とご協力をお願いいたします。

１．全館休館期間
令和６年３月１日（金）から９月30日（月）まで（予定）

２．図書室の利用
利用可能期限：令和６年２月29日（木）まで（相互貸借も含む）
書籍返却方法：令和６年３月１日より平日18時までに事務室へ返却
※県オンライン貸出及び遠隔地返却サービスについては、現事務室又は移
転先事務室での受け渡しになります。

３．教育委員会事務室の移転
令和６年４月１日（月）から旧大鰐第二小学校へ移転します。
旧大鰐第二小学校　TEL：８８－６０３５、FAX：４８－２４１３

■お問合せ　教育委員会学務生涯学習課　☎48・3201

令和６年４月１日から相続登記の申請が義務化されます
相続（遺言も含みます。）によって不動産を取得し

た相続人は、その所有権の取得を知った日から３年以

内に相続登記の申請をしなければならないこととされ

ました。

遺産分割の話合いがまとまった場合には、不動産を

取得した相続人は、遺産分割が成立した日から３年以

内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければなら

ないこととされました。

正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円

以下の過料の適応対象となります。

より簡易に相続登記の申請義務が履行できるよう

に、相続人申告登記が新たに設けられます。

詳しくは、法務省ホームページを確認又は青森地方

法務局登記部門までお問い合わせください。

◎法務省ホームページ

「不動産を相続した方へ

～相続登記・遺産分割を進めましょう～」はこちら

■お問合せ　

　青森地方法務局登記部門　

　　☎017・776・6231（音声案内２番）

令
和
６
年
度
の
交
通
災
害
共
済

（
１
日
１
円
保
険
）
の
受
付
が
始

ま
り
ま
す

　

令
和
６
年
２
月
１
日
（
木
）
か
ら
、
令

和
６
年
度
の
交
通
災
害
共
済
の
加
入
手
続

き
の
受
付
を
開
始
し
ま
す
。
交
通
災
害
共

済
と
は
、
年
間
３
５
０
円
の
掛
け
金
で
、

全
国
ど
こ
で
起
き
た
交
通
事
故
で
も
、
弔

慰
金
ま
た
は
災
害
の
程
度
に
応
じ
た
見
舞

金
を
お
支
払
い
す
る
制
度
で
す
。

　

ぜ
ひ
、
家
族
そ
ろ
っ
て
加
入
し
ま
し
ょ

う
。
共
済
期
間
は
４
月
１
日
か
ら
翌
年
３

月
31
日
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
各
地
域
で
団
体
加
入
を
さ
れ
る

方
は
、
取
り
ま
と
め
の
方
へ
３
月
ま
で
に

加
入
申
し
込
み
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
団

体
加
入
の
方
は
、
役
場
に
お
い
て
個
人
加

入
の
お
手
続
き
は
不
要
と
な
り
ま
す
。

　

大
鰐
町
の
小
中
学
生
や
保
育
園
・
幼
稚

園
に
通
っ
て
い
る
児
童
生
徒
に
つ
い
て

は
、
学
校
等
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

■
お
問
合
せ　
住
民
生
活
課　

③
番
窓
口

☎
55
・
６
５
６
３
（
直
通
）



5 広報おおわに ２月号

主
に
年
金
収
入

大鰐町以外に住んでいる親族の扶養になっている

町県民税の申告が必要かチェックしてみましょう
　今月から町県民税の申告相談が始まります。下のフローチャートで申告が必要か確認してみましょう。
自分に当てはまる矢印を進んでください。なお、表示の年齢は令和６年１月１日現在のものになります。
【注意】チャートは一般的なケースを想定していますので、ご不明な点は税務課　☎55・6562（直通）までお問い合わせください。

令和６年１月１日に大鰐町に住所がありましたか？ 令和６年１月１日に住所があった市町村に
お問い合わせください。

令
和
５
年
中
に
ど
の
よ
う
な
収
入
が
あ
り
ま
し
た
か
？

令和６年度町民税・県民税申告相談令和６年度町民税・県民税申告相談
●とき
　令和６年２月９日（金）から３月13日（水）まで

※詳しい日程は１月号広報又は毎戸配布の『令和６年
度町県民税申告説明書』をご覧ください。

※以下に該当する方は税務署にて『確定申告』を行う必要
がある方です。
●青色申告をする方
●海外での収入がある方
●令和５年中に住宅の新築や増改築、中古住宅の購入をし、
『住宅借入金等特別控除』の対象となる方
●先物取引を行った方
●消費税、贈与税、相続税の申告が必要な方

■お問合せ　税務課　☎55・6562（直通）

いいえ

は
い 「町県民税」の

申告が必要です。

公的年金収入が148万円を超えている
（65歳未満の場合は98万円を超えている）

「町県民税」の

申告が必要です。

　一部の方は、所得税の
『確定申告』が必要となり
ます。

年金収入が148万円以下（65歳未満の場合は98万円以下）

年金以外も所得がある【※】

  【※】  チャート中の各『所得』の求め方は毎戸配布した『令和６年度町県民税申告説明書』をご覧ください。

【注意】すでに納めた所得税の還付を受けるためには、チャートに関わらず必ず『確定申告』が必要となります。

●年末調整の内容に変更がある
●医療費控除を受けたいとき
●２か所以上から給与の支払いを受けている
●年末調整がまだ済んでいない

給与収入のみ（１か所からの給与）で年末調整を終えて
いる

●大鰐町に住んでいる
　親族の扶養になって
　いる
●障害年金受給者
●遺族年金受給者
●失業給付金受給者

課
税
収
入
な
し

●国民健康保険、介護
　保険、後期高齢者医
　療保険加入者
●所得証明書等の発行
　が必要な方（児童手
　当、奨学金等）

上記以外 申告は不要です。

「町県民税」の
申告が必要です。

申告は不要です。

主
に
給
与
収
入

申告は不要です。

●営業　　　●農業
●不動産　　●雑　　
●一時　　　●利子
●配当　　　●譲渡　　

などの収入

「町県民税」の
申告が必要です。

　一部の方は、所得税の『確
定申告』が必要となります。



6

インフォメーション　  まちのお知らせ 

国民健康保険被保険者のみなさまへ
　交通事故など第三者の行為によるケガや病気で国民

健康保険を使って治療を受けるときは、必ず国保の窓

口に「第三者行為による傷病届」を提出してください。

●第三者の行為によるケガ・病気とは？
　交通事故（バイクや自転車も含む）、暴力行為、購

入食品や飲食店などでの食中毒、他人のペットによる

負傷などです。ただし、仕事中や通勤中の交通事故な

どは、労災保険が適用されるため、国保は使用できま

せんので、その旨を医療機関に申告してください。

●必ず「第三者行為による傷病届」を提出してください！
　交通事故などの第三者行為によりケガや病気をした

ときの医療費は、被害者に過失がない場合、加害者が

全額負担することが原則です（被害者に過失があった

場合は、その割合に応じて加害者から受け取る医療費

が減額されます）。しかし、加害者との交渉などで時

間がかかる場合もあるため、一時的に国保が医療費を

立て替えて、あとで加害者に請求することで、被害者

の負担を軽減します。その際、「第三者行為による傷

病届」が必要となりますので、速やかに提出をお願い

します。すぐに届出ができない場合は、国保年金係へ

電話連絡をお願いします。

●届出に必要なものは？
①第三者行為による傷病届

②交通事故証明書

③事故発生状況報告書

④被保険者の念書

※上記の様式は町ＨＰへ掲載しています。

⑤被保険者証

⑥届出人の個人番号、本人確認書類、印鑑

●なぜ届出が必要なの？
　届け出がないと、本来加害者が負担する医療費を国

保が負担することになります。また、届出が遅れた場

合は、国保から加害者への請求が遅れ、国保が医療費

を回収できない可能性が高まります。いずれの場合も、

国保の負担が増し、国保加入者の保険税の負担増につ

ながってしまいます。

　また、加害者との話し合いで示談が成立すると、国

保が立て替えた医療費を加害者へ請求できなくなるこ

とがあります。その場合、国保は被害者へ医療費を請

求することになりますので、示談する前に必ず国保年

金係までお知らせください。

●負傷原因調査にご協力ください！
医療機関から町に請求される内容に外傷性による傷

病名（打撲・骨折・裂創等）が記載されている方を対

象に、「外傷性の傷病に係る負傷原因調査」を行って

います。調査依頼が届いた場合は、ご協力くださるよ

うお願いします。

■お問合せ　

　住民生活課国保年金係　 ☎55・6563（直通）

久吉ダム水道企業団からお知らせ
●冬期間の『水道料金』について

１月から３月までの冬期間は積雪等により検針が困
難なため、水道メーターの検針は行っておりません。
　このため、１月から３月までの水道料金については、
10月から12月までの３か月分の平均使用水量を各月
の使用量とみなし、料金を算定して請求させていただ
いております。なお、過不足が発生した場合は、４月
以降に精算しております。

冬期間における水道料金等のご不明な点について
は、企業団までお問い合わせください。何とぞご理解
とご協力をお願いいたします。

●水道の凍結について
冬期間の凍結による水道管の破損には、十分注意し

ましょう。

万が一水漏れがあった場合は、当企業団指定業者に
て修理してください。

※凍結防止のための水の出しっ放しについては、軽
減対象にはなりませんのでご了承ください。

　　指定給水装置工事事業者は
　　　こちらをご覧ください→

●水道使用の開始・中止について
水道の使用を開始・中止される場合、予定日の４～

５日ほど前までに当企業団までお問い合わせください。

■お問合せ　
　久吉ダム水道企業団　☎48・2229
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後期高齢者医療被保険者のみなさまへ　～75歳以上の方にお知らせです～

●「高額介護合算療養費の支給申請のお知らせ」の送付について
後期高齢者医療制度に加入している方で、医療費と介護サービス費の自己負担額の１年分（令和４年８月１日

～令和５年７月31日）の合算額が限度額（※表参照）を超えた場合、その超えた額が支給されます（500円以下
の場合は対象外）。世帯内に後期高齢者医療制度に加入している方が複数いる場合は、世帯で合算して支給額を
計算します。

支給要件に該当すると思われる世帯には、２月下旬（予定）に青森県後期高齢者医療広域連合から「支給申請
のお知らせ」を送付します。お知らせが届いた方は住民生活課国保年金係に申請してください。

対象期間中に後期高齢者医療制度に加入した方や転入してきた方等がいる世帯には、支給対象となる世帯でも
「支給申請のお知らせ」が送付されない場合がありますので、対象になると思われる方は青森県後期高齢者医療
広域連合にお問い合わせください。

所得区分 所得 自己負担限度額
（後期高齢者医療＋介護保険）

現役並み所得Ⅲ 課税所得690万円以上 212万円

現役並み所得Ⅱ 課税所得380万円以上690万円未満の方 141万円

現役並み所得Ⅰ 課税所得145万円以上380万円未満の方 67万円

一　　般 住民税課税世帯の方 56万円

低所得Ⅱ 非課税世帯の方 31万円

低所得Ⅰ 非課税世帯で世帯員全員の所得が０円の方 19万円

自己負担額は、支払った額から高額療養費や高額介護（予防）サービス費を除いた額です。
○申請に必要なもの
　・支給申請書
　・支給申請のお知らせ
　・後期高齢者医療被保険者証
　・介護保険被保険者証
　・個人番号（マイナンバー）がわかるもの（通知カードまたはマイナンバーカード）
　・本人確認書類（官公庁発行・発給の顔写真付き身分証明書）
　・印鑑（認印）※申請者と受領者が異なる場合は両者の押印が必要です。
　・通帳（または通帳のコピー）等口座情報のわかるもの
※被保険者が亡くなられている場合は受領申立書の提出が必要です。（事前に提出した場合は不要です。）
※被保険者以外の方が申請又は受領する場合は委任状が必要です。
※被保険者以外の方が申請する場合は委任状に加え、被保険者の個人番号がわかるもの（コピー可）、申請者の
本人確認書類が必要ですので、詳しくは住民生活課国保年金係までお問い合わせください。
※重度心身障がい者医療費の助成を受けている場合は、大鰐町へ受領を委任する委任状が必要です。
※対象期間中に青森県後期高齢者医療以外の医療保険や他市町村の介護保険の加入歴と、自己負担額がある場合
は、それらの保険の自己負担額証明書が必要です。
※成年後見人が申請される場合は、登記事項証明書（３か月以内に発行されたもの）をお持ちください。

●「医療費通知書」の送付について
　医療費通知書は、ご自身の受けた医療の状況を知っていただくために年１回お送りするお知らせです。令和５
年１月から12月診療分の医療費通知書は、２月末に発送します。
　確定申告にご利用される方には、令和５年１月から11月診療分が記載された医療費通知書を発行することが
できますので、２月１日から設置するコールセンターへ、被保険者番号がわかるもの（被保険者証等）をご用意
の上でご連絡ください。コールセンターの電話番号は、１月中旬頃に青森県後期高齢者医療広域連合のホームペー
ジに掲載するほか、住民生活課国保年金係の窓口に掲示します。
　なお、確定申告に利用するための１年分の医療費通知情報は、例年、２月９日からマイナポータルでも取得可
能です。

■お問合せ　住民生活課国保年金係　☎55・6563（直通）
　　　　　青森県後期高齢者医療広域連合　☎017・721・3821
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インフォメーション　  まちのお知らせ 

住民生活課（年金）だより
●「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が発送されます

日本年金機構から、下記の対象者にあて「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が発送されています。

お手元に届きましたら、確定申告の際にご利用ください。

送付スケジュールは次のとおりです。

発送時期 対象者

令和５年10月下旬から11月上旬にかけて 令和５年１月１日から令和５年９月30日までの間に国民年金保
険料を納付された方

令和６年２月上旬（予定） 令和５年10月１日から令和５年12月31日までに国民年金保険料
を納付された方（上記の対象者は除きます。）

国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、社会保険料控除として課税所得から控除されます。令和５年の控

除の対象となるのは令和５年１月１日から令和５年12月31日に納められた保険料の全額です。対象期間中のお

支払いであれば、過年度分の保険料や追納された保険料も控除の対象となります。

なお、ご家族の負担すべき分を支払っている場合は、ご自身の分に加えその保険料についても控除が受けられ

ます。申告の際に、受付職員へ資料としてご提示ください。

また、日本年金機構ホームページにおいて「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」に関する概要、よく

あるご質問（Q&A）等について掲載されていますのでぜひご覧ください。また、同ホームページに、お問い合

わせに対してチャットの形式で自動的に応答するチャットボット（控除証明書相談チャット）が開設されていま

すのでぜひご利用ください。

ホームページ　日本年金機構（https://www.nenkin.go.jp/）

相談ダイヤル　年金ダイヤル（0570・003・004）

■お問合せ
　日本年金機構弘前年金事務所　☎27・1339

　住民生活課国保年金係　　　　☎55・6563（直通）

新庁舎建設候補地及び庁舎の規模の決定について
町から新庁舎建設検討委員会へ諮問していた建設候

補地及び庁舎の規模について、12月21日に同委員会

から答申がありました。

建設候補地については、災害危険度等を考慮し現大

鰐町役場を候補地として選定。庁舎の規模については、

今後の人口減少等を踏まえ3,000m2以下とすること

の答申書が同委員会より提出されました。（答申書の

内容については、町ホームページを参照）

今後は、新庁舎建設基本構想・基本計画を策定し、

新庁舎の建設スケジュール等について決定していくこ

ととなります。
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産前産後期間に係る国民健康保険税の減免制度について
国民健康保険被保険者の方が出産する際に、産前産後期間に係る国民健康保険税が減免される制度が創設され

ました。
●対象となる方

令和5年11月1日以降に出産する予定または、出産※した国民健康保険被保険者の方
※出産とは、妊娠85日（４か月）以上の出産をいい、死産、流産（人工妊娠中絶を含む。）、早産を含みます。
●対象となる内容及び期間
〈対象となる内容〉
　対象者の保険税のうち所得割額及び均等割額の一部
〈対象となる期間〉
　単胎妊娠の方：出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
　多胎妊娠の方：出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間
（例）下記表の着色部分が対象となる期間です。

（例）減免該当月
８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月

単胎妊娠 出産予定日
（出産日） ※

多胎妊娠 出産予定日
（出産日） ※

※制度開始は令和６年１月１日となるため、制度開始時の減免対象保険税は、着色部分のうち令和６年１月分以
降の保険税（所得割額・均等割額）となります。
●届出方法
〇下記の書類を添えて届出をしてください。
・母子健康手帳の写し等（出産予定日が確認できる部分）
※多胎妊娠の場合は、人数分の母子健康手帳をご準備ください。
・世帯主及び出産される方のマイナンバーが確認できるもの
〇出産予定日の６か月前から届出が可能です。
　なお、大鰐町に妊娠届を提出した方や、妊産婦10割給付証明書交付申請をされた方は、この届出を省略する
ことができます。
■お問合せ　住民生活課国保年金係　☎55・6563（直通）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
関
す
る
手
続
き

の
た
め
の
夜
間
窓
口
の
開
設
に
つ
い
て

夜
間
窓
口
は
毎
週
木
曜
日
（
祝
日
等
で
閉
庁
日
の
場

合
は
前
日
）
に
開
設
し
て
い
ま
す
。

受
付
時
間
は
、
17
時
～
19
時
と
な
り
ま
す
。

手
続
き
を
ご
希
望
さ
れ
る
方
は
、
事
前
予
約
を
し
て

く
だ
さ
い
。
予
約
が
な
い
場
合
は
、
夜
間
窓
口
は
開
設
し

ま
せ
ん
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

●
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
の
ご
予
約

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
・
パ
ソ
コ
ン

町
Ｈ
Ｐ
‥
「
く
ら
し
の
情
報
」
→
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

制
度
」
→
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付
・
申
請
来
庁
予

約
」
→
「
受
取
予
約
」
又
は
「
申
請
予
約
」
へ

●
お
電
話
で
の
ご
予
約

☎
55
・
６
５
６
３
（
平
日
８
時
30
分
～
17
時
）

お
手
元
に
、
住
民
生
活
課
か
ら
送
付
さ
れ
た
ハ
ガ
キ

を
ご
用
意
し
て
い
た
だ
き
、
ご
希
望
の
日
時
を
決
め
て
い

た
だ
い
て
、
お
電
話
口
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
予
約
の

件
と
お
伝
え
く
だ
さ
い
。

※
予
約
は
、
約
１
か
月
先
ま
で
で
き
ま
す
。

※
予
約
状
況
に
よ
り
ご
希
望
に
添
え
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
。
予
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

■
お
問
合
せ　
住
民
生
活
課
戸
籍
住
民
係　

☎
55
・
６
５
６
３
（
直
通
）

受取予約

申請予約



10

町政ここが聞きたい　  議会だより 

1212 月月
定例町議会定例町議会

一 般 質 問
秋田谷　和　文　議員　　髙　橋　浩　二　議員
竹　内　富士子　議員　　山　谷　博　子　議員
三　浦　道　広　議員　　前　田　一　裕　議員
藤　田　賀津彦　議員　　　　　　　　　　　　

７名登壇

①
町
は
町
民
の
相
談
を
受
け
る
際
、「
個
人

の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
」
へ
の
配
慮
は
万
全
か

②
町
立
大
鰐
診
療
所
に
つ
い
て

　
　
　

①
（
一
）
山
田
町
政
に
お
い
て
「
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
」
は
如
何
に
位

置
づ
け
ら
れ
、
職
員
に
は
ど
の
よ
う
に
浸
透

さ
せ
て
い
る
か
。

（
二
）
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
か
か
わ

る
相
談
に
対
し
、
い
か
な
る
形
態
で
相
談
に

応
じ
て
い
る
か
。
万
全
の
配
慮
が
講
じ
ら
れ

た
形
で
応
対
が
為
さ
れ
て
い
る
の
か
。
現
状

の
説
明
を
求
め
た
い
。

（
三
）
前
述
の
懸
念
を
避
け
る
た
め
、
職

員
も
含
め
た
ほ
か
の
第
三
者
へ
相
談
内
容
が

漏
れ
な
い
よ
う
に
、
更
に
は
、
相
談
の
事
実

す
ら
極
力
、
秘
匿
し
う
る
よ
う
に
、
き
ち
ん

と
し
た
部
屋
を
設
け
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

　
　

①
（
町
長
）

　
　
（
一
）「
大
鰐
町
特
定
個
人
情
報
等
の

取
扱
い
に
関
す
る
管
理
規
程
」
に
お
い
て
、

特
定
個
人
情
報
等
の
適
正
な
取
扱
い
に
つ
い

て
規
定
し
て
お
り
、職
員
に
対
し
て
は
、様
々

な
研
修
に
参
加
さ
せ
る
こ
と
で
、
特
定
個
人

情
報
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、

そ
の
保
護
に
関
す
る
意
識
の
高
揚
を
図
っ
て

い
る
。

（
二
）
現
在
、
役
場
庁
舎
内
に
は
、
各
種

会
議
等
に
対
応
す
る
た
め
の
会
議
室
が
四
室

あ
る
が
、
相
談
専
用
の
個
室
は
な
い
。

来
庁
者
か
ら
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
わ
る
よ

う
な
相
談
が
あ
っ
た
と
き
の
相
談
場
所
と
し

て
は
、
各
課
の
一
部
を
間
仕
切
り
な
ど
で
区

切
っ
た
ス
ペ
ー
ス
を
利
用
し
、
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
に
配
慮
し
て
い
る
。

（
三
）
現
庁
舎
で
は
ス
ペ
ー
ス
的
に
設
置

が
難
し
い
た
め
、
間
仕
切
り
な
ど
で
区
切
っ

た
ス
ペ
ー
ス
や
、
相
談
内
容
に
応
じ
て
空
き

会
議
室
を
活
用
す
る
な
ど
の
対
応
を
し
て
い

る
。
今
後
も
、
相
談
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
へ

の
配
慮
に
充
分
注
意
し
な
が
ら
、
対
応
し
て

い
く
。

　
　

②
（
一
）
開
所
以
来
一
箇
月
半
も
の

間
、
道
標
た
る
看
板
は
、
既
に
存
在

し
な
い
「
町
立
大
鰐
病
院
」
の
ま
ま
で
あ
っ

た
。
開
所
と
同
時
に
新
名
称
を
掲
げ
、
関
係

者
一
同
「
町
民
の
生
命
、
健
康
を
守
ら
ん
」

と
の
意
気
込
み
を
示
す
の
が
あ
る
べ
き
姿
だ

と
思
う
。
何
故
、
こ
の
よ
う
な
事
態
に
な
っ

た
の
か
、
ご
説
明
を
願
い
た
い
。

（
二
）
こ
れ
か
ら
厳
冬
期
を
迎
え
、
積
雪

凍
結
と
い
う
過
酷
な
現
実
に
直
面
す
る
。
通

所
者
の
通
行
の
安
全
は
確
保
さ
れ
る
の
か
。

・
冬
期
に
限
ら
ず
、
そ
も
そ
も
車
は
建
物

の
入
り
口
ま
で
行
け
る
の
か
。
ま
た
、
駐
車

場
は
何
処
か
。

・
凍
結
、
積
雪
時
の
急
勾
配
の
坂
道
を
通

行
す
る
歩
行
者
、
特
に
老
人
、
車
イ
ス
に
対

す
る
配
慮
は
如
何
に
な
っ
て
い
る
か
。

・
県
道
か
ら
診
療
所
ま
で
の
道
順
は
、
誘

導
の
矢
印
も
な
く
初
め
て
の
来
所
者
に
は
、

不
親
切
に
感
じ
る
と
の
声
を
聞
く
。
診
療
所

を
と
り
ま
く
外
的
環
境
が
「
明
瞭
さ
を
欠

く
」「
不
親
切
」
と
の
指
摘
を
ど
う
受
け
と

め
る
か
。

（
三
）「
診
療
所
整
備
基
本
構
想
及
び
基

本
計
画
」
の
中
に
、
新
施
設
に
お
け
る
職
員

配
置
計
画
が
あ
る
。
職
員
配
置
に
関
し
ス
リ

ム
化
を
図
る
と
あ
る
が
、
十
月
一
日
の
開
所

時
点
で
ど
の
よ
う
な
人
員
配
置
が
な
さ
れ
た

の
か
。
各
部
門
の
人
員
の
開
所
前
後
の
数
字

を
示
し
て
ほ
し
い
。

　
　

②
（
町
長
）　

　
　
（
一
）
診
療
所
開
所
に
看
板
設
置
が

秋田谷　和文 議員

問答

問

答
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間
に
合
わ
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
、
看
板
設

置
工
事
額
が
高
額
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
構

造
や
デ
ザ
イ
ン
に
つ
い
て
再
検
討
す
る
必
要

性
が
生
じ
、看
板
設
置
業
者
と
協
議
を
重
ね
、

新
構
造
及
び
新
デ
ザ
イ
ン
と
し
た
こ
と
に
よ

り
日
数
を
要
し
た
も
の
。

ま
た
、
看
板
の
設
置
場
所
に
関
し
て
も
、

診
療
所
整
備
事
業
の
全
体
が
完
了
し
て
い
な

い
状
況
を
踏
ま
え
、
残
工
事
へ
の
影
響
等
を

新
た
に
考
慮
す
る
時
間
が
必
要
と
な
っ
た
こ

と
か
ら
、設
置
時
期
に
遅
れ
が
生
じ
た
も
の
。

町
民
及
び
診
療
所
を
受
診
さ
れ
た
患
者
様

へ
混
乱
を
招
い
た
事
態
に
つ
い
て
は
、
こ
の

場
を
お
借
り
し
て
お
詫
び
す
る
。

（
二
）
診
療
所
は
旧
大
鰐
病
院
の
駐
車
場

に
建
設
し
た
こ
と
か
ら
、
解
体
工
事
中
の
駐

車
場
確
保
に
は
大
変
苦
慮
し
て
い
る
。
診
療

所
整
備
事
業
計
画
の
駐
車
場
は
、
病
院
の
解

体
跡
地
に
約
四
十
台
分
を
確
保
す
る
こ
と
と

し
て
い
る
。
ま
た
、
浸
水
災
害
対
策
と
し
て
、

診
療
所
の
基
礎
を
嵩
上
げ
し
た
こ
と
に
よ
り

勾
配
が
生
じ
て
い
る
が
、
解
体
後
に
は
町
道

の
付
け
替
え
を
考
え
て
お
り
、
全
体
を
嵩
上

げ
す
る
こ
と
で
勾
配
は
緩
和
さ
れ
る
と
認
識

し
て
い
る
。
現
在
の
状
況
に
お
い
て
は
、
利

用
者
の
皆
さ
ん
に
大
変
ご
不
便
を
お
掛
け

し
、
申
し
訳
な
く
思
っ
て
い
る
。
町
立
大
鰐

診
療
所
に
お
い
て
は
、
旧
病
院
施
設
の
よ
う

な
ポ
ー
チ
内
へ
の
車
両
進
入
及
び
入
口
へ
の

車
付
け
は
、
歩
行
者
の
安
全
確
保
の
た
め
、

構
造
上
で
き
な
い
も
の
と
思
っ
て
い
る
。

今
後
の
診
療
所
整
備
事
業
に
お
い
て
の
外

構
工
事
で
、
診
療
所
正
面
玄
関
前
の
ポ
ー
チ

に
車
を
直
接
横
付
け
で
き
る
よ
う
な
整
備
計

画
と
し
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
り
、
足
の
不
自

由
な
方
や
高
齢
者
、
車
い
す
の
方
々
に
つ
い

て
は
、
駐
車
場
か
ら
歩
く
こ
と
な
く
、
診
療

所
入
口
付
近
で
の
一
時
的
な
停
車
に
よ
り
、

比
較
的
近
い
距
離
で
診
療
所
建
物
へ
ア
ク

セ
ス
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
認
識
し
て

い
る
。

現
在
の
駐
車
場
に
つ
い
て
は
、
蔵
館
大
通

り
か
ら
の
診
療
所
入
口
付
近
に
約
十
台
、
診

療
所
駐
輪
場
横
へ
七
台
、
内
二
台
分
が
身
障

者
用
、
診
療
所
か
ら
福
祉
セ
ン
タ
ー
へ
の
町

道
沿
い
に
約
十
台
駐
車
可
能
と
な
っ
て
い

る
。
さ
ら
に
、
臨
時
駐
車
場
と
し
て
診
療
所

施
設
の
町
道
を
挟
ん
だ
向
か
い
側
に
あ
る
個

人
所
有
の
土
地
を
借
用
し
、
臨
時
駐
車
場
と

し
て
約
三
十
台
分
を
確
保
し
て
い
る
。

歩
行
者
に
対
す
る
配
慮
に
つ
い
て
、
現
在

整
備
さ
れ
て
い
る
駐
車
場
と
町
道
の
繋
ぎ

目
は
、
診
療
所
施
設
内
へ
の
浸
水
災
害
対

策
と
し
て
基
礎
地
盤
の
嵩
上
げ
を
行
っ
た

こ
と
か
ら
、
勾
配
が
つ
い
て
い
る
状
況
で
あ

る
。
冬
期
間
に
お
い
て
は
、
当
該
勾
配
部
分

の
凍
結
に
よ
り
転
倒
す
る
恐
れ
が
あ
る
こ
と

か
ら
、
滑
り
転
倒
防
止
の
対
応
策
を
早
急
に

講
じ
る
。

診
療
所
ま
で
の
誘
導
に
つ
い
て
、
旧
病
院

施
設
の
陰
と
な
り
、
ま
た
、
仮
囲
い
の
設
置

に
伴
い
診
療
所
が
見
え
な
い
状
況
か
ら
、
特

に
初
め
て
お
越
し
に
な
る
方
に
は
、
配
慮
が

足
り
な
か
っ
た
と
思
っ
て
い
る
。そ
の
た
め
、

解
体
工
事
施
工
業
者
と
協
議
し
、
診
療
所
を

案
内
す
る
表
示
物
及
び
誘
導
す
る
矢
印
表
示

物
を
設
置
し
た
。

（
三
）
診
療
所
の
開
所
日
で
あ
る
令
和
五

年
十
月
一
日
時
点
に
お
い
て
の
各
部
門
の
人

員
配
置
は
次
の
と
お
り
。

医
師
五
名
。
看
護
師
二
十
六
名
。
准
看
護

師
一
名
。
看
護
助
手
二
名
。
薬
剤
師
一
名
。

検
査
技
師
三
名
。
放
射
線
技
師
二
名
。
理
学

療
法
士
一
名
。
管
理
栄
養
士
一
名
。
事
務
職

員
八
名
の
、
合
計
五
十
名
。

こ
れ
ら
の
人
員
配
置
に
つ
い
て
は
、
い
ず

れ
の
部
門
に
お
い
て
も
、
九
月
の
病
院
業
務

か
ら
翌
月
の
十
月
一
日
の
診
療
所
開
所
時
で

は
変
わ
り
は
な
い
。
診
療
所
整
備
基
本
構
想

及
び
基
本
計
画
に
お
け
る
職
員
配
置
に
つ
い

て
は
、
類
似
団
体
の
人
員
配
置
を
参
考
と
し

て
計
画
し
た
も
の
。

現
在
の
職
員
配
置
数
と
計
画
計
上
値
を
比

べ
る
と
、
医
師
が
二
名
の
減
、
看
護
師
が
二

名
の
増
、
准
看
護
師
が
一
名
の
増
、
検
査
技

師
が
二
名
の
増
、放
射
線
技
師
が
一
名
の
増
、

事
務
職
員
が
三
名
の
増
、
合
計
で
七
名
の
増

と
な
っ
て
い
る
。

今
後
、
人
事
異
動
や
退
職
者
不
補
充
に
よ

る
人
員
削
減
を
計
画
的
に
実
施
す
る
必
要
が

あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。
一
方
で
、
当
該
基

本
構
想
及
び
基
本
計
画
に
つ
い
て
は
、
令
和

元
年
十
二
月
に
策
定
し
た
も
の
だ
が
、
そ
の

後
発
生
し
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
世
界
的
感
染
拡
大
下
に
お
い
て
は
、
医
療

体
制
の
逼
迫
や
看
護
師
の
確
保
、
ま
た
、
感

染
症
対
策
に
係
る
諸
対
応
に
一
定
の
人
員
確

保
が
必
要
な
状
況
で
あ
る
。

現
在
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
は

感
染
症
分
類
上
も
第
五
類
へ
と
移
行
と
な
っ

て
い
る
が
、
新
た
な
感
染
症
等
へ
の
迅
速
な

対
応
を
と
る
た
め
に
は
、
引
き
続
き
、
一
定

数
の
人
員
確
保
は
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
の

で
、
ご
理
解
を
い
た
だ
き
た
い
。

広報おおわに ２月号
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町政ここが聞きたい　  議会だより 
①
女
性
の
課
題
に
寄
り
添
っ
た
包
括
的
支
援

に
つ
い
て

②
雪
対
策
に
つ
い
て

　
　

女
性
が
仕
事
と
家
庭
・
子
育
て
を
両

　
　

立
し
て
働
け
る
た
め
の
支
援
に
つ
い

て
、
ど
の
よ
う
に
取
り
組
ん
で
い
く
の
か
以

下
２
点
に
つ
い
て
伺
う
。

（
一
）
子
育
て
女
性
に
対
す
る
メ
ン
タ
ル

ヘ
ル
ス
支
援
の
た
め
の
家
庭
教
育
講
座
の
開

催
に
つ
い
て
、今
後
の
実
施
は
可
能
か
伺
う
。

（
二
）
女
性
の
就
労
支
援
に
つ
い
て
、
具

体
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
が
あ
る
の

か
。

　
　
①
（
教
育
長
）

　
　
（
一
）
家
庭
教
育
は
、
文
部
科
学
省

に
よ
る
と
、
親
や
そ
れ
に
準
ず
る
人
が
子
供

に
対
し
て
行
う
教
育
の
こ
と
で
、
家
族
の
ふ

れ
合
い
を
通
し
て
、
子
供
が
、
基
本
的
な
生

活
習
慣
や
生
活
能
力
、人
に
対
す
る
信
頼
感
、

豊
か
な
情
操
、
他
人
に
対
す
る
思
い
や
り
、

基
本
的
倫
理
観
、
自
尊
心
や
自
立
心
、
社
会

的
な
マ
ナ
ー
な
ど
を
身
に
つ
け
て
い
く
上
で

重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
も
の
と
さ
れ

て
い
る
。

教
育
委
員
会
で
は
、
小
中
学
校
の
保
護
者

を
対
象
と
し
た
家
庭
教
育
講
座
を
や
り
た
い

と
の
考
え
は
あ
っ
た
が
、
こ
こ
数
年
は
コ
ロ

ナ
禍
の
影
響
な
ど
も
あ
り
、
実
施
に
至
っ
て

い
な
い
。

次
年
度
は
ぜ
ひ
実
施
し
た
い
と
考
え
て
い

る
が
、
子
育
て
女
性
に
対
す
る
メ
ン
タ
ル
ヘ

ル
ス
支
援
と
い
う
内
容
は
、
子
供
へ
の
教
育

を
目
的
と
し
た
内
容
で
は
な
い
た
め
、
こ
の

講
座
で
は
馴
染
ま
な
い
印
象
が
あ
る
。

実
施
内
容
に
つ
い
て
は
今
後
考
え
て
い
く

こ
と
に
な
る
が
、
ま
ず
は
、
子
育
て
に
つ
い

て
新
た
な
視
点
や
気
付
き
を
得
ら
れ
る
、
そ

し
て
、
日
々
の
活
力
を
得
ら
れ
る
よ
う
な
講

座
を
企
画
し
、
子
育
て
女
性
を
応
援
・
支
援

し
て
い
く
。

　
　
①
（
町
長
）

　
　
（
二
）
本
町
の
取
り
組
み
と
し
て
、

内
部
的
な
も
の
で
は
、
女
性
職
員
を
対
象
と

し
た
県
の
キ
ャ
リ
ア
研
修
の
参
加
を
促
し
、

女
性
な
ら
で
は
の
ラ
イ
フ
イ
ベ
ン
ト
と
仕
事

の
両
立
を
目
指
し
て
い
け
る
よ
う
な
職
場
環

境
と
な
る
よ
う
努
め
て
い
る
。

ま
た
、
女
性
だ
け
で
は
な
く
男
性
も
育
児

休
暇
を
取
得
す
る
こ
と
で
、
育
児
の
積
極
的

な
参
加
を
促
し
、
女
性
の
育
児
負
担
を
少
し

で
も
軽
減
さ
せ
、
女
性
が
社
会
進
出
し
や
す

く
、
働
き
や
す
い
、
男
女
と
も
に
仕
事
と
生

活
の
調
和
が
と
れ
る
よ
う
な
仕
組
み
づ
く
り

を
目
指
し
て
い
る
。

事
業
所
等
へ
の
直
接
的
な
取
り
組
み
は
現

在
行
っ
て
い
な
い
が
、
ま
ず
は
内
部
の
環
境

を
整
え
、
町
の
取
り
組
み
内
容
や
育
児
休
業

取
得
率
等
の
実
績
を
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公

表
す
る
こ
と
に
よ
り
、
対
外
的
に
施
策
を
広

め
て
い
く
。

　
　

②
（
一
）
高
齢
者
世
帯
の
除
雪
へ
の

　
　

対
応
に
つ
い
て
、
本
町
で
の
高
齢
者

に
対
す
る
対
応
、
対
策
を
伺
う
。

（
二
）
間
口
の
置
き
雪
の
対
応
と
し
て
、

除
雪
車
シ
ャ
ッ
タ
ー
（
サ
イ
ド
シ
ャ
ッ
タ
ー

付
き
プ
ラ
ウ
）
の
活
用
、
及
び
高
齢
者
世

帯
・
障
害
者
世
帯
の
間
口
の
置
雪
の
対
策
に

つ
い
て
ど
の
よ
う
に
お
考
え
か
伺
う
。

（
三
）
融
流
雪
溝
の
整
備
と
利
用
時
間
に

つ
い
て
、
現
在
ま
で
の
整
備
状
況
と
今
後
の

方
向
性
及
び
課
題
、
融
流
雪
溝
の
利
用
時
間

に
つ
い
て
伺
う
。

（
四
）
雪
寄
せ
場
・
雪
置
き
場
に
つ
い

て
、現
在
の
町
の
雪
置
き
場
は
ど
こ
か
伺
う
。

　
　

②
（
町
長
）

　
　
（
一
）
高
齢
者
か
ら
除
雪
に
関
す
る

相
談
が
あ
っ
た
場
合
は
、
除
雪
作
業
を
実
施

し
て
い
る
業
者
、
若
し
く
は
シ
ル
バ
ー
人
材

セ
ン
タ
ー
、
又
は
社
会
福
祉
協
議
会
の
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
除
雪
な
ど
を
紹
介
し
て
い
る
。

本
町
で
は
、
昨
年
度
か
ら
、
地
域
除
雪
活

動
へ
の
支
援
を
実
施
し
て
お
り
、
こ
れ
は
、

地
域
団
体
が
、
除
雪
困
難
者
の
生
活
道
路
の

除
雪
を
行
う
共
助
の
取
組
み
に
対
し
て
、
助

成
金
の
支
給
な
ど
を
行
う
も
の
。

ま
た
、
今
回
の
補
正
予
算
で
は
、
中
山
間

地
域
に
お
け
る
高
齢
者
世
帯
等
の
除
雪
な

ど
、
集
落
機
能
を
強
化
す
る
取
組
み
に
対
し
、

交
付
金
の
加
算
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

な
お
、
特
例
措
置
で
は
あ
る
が
、
今
年
二

月
に
豪
雪
対
策
本
部
を
設
置
し
た
際
に
は
、

民
生
委
員
に
除
雪
困
難
者
の
把
握
を
行
っ
て

い
た
だ
き
、
町
職
員
が
生
活
道
路
の
点
検
や

除
雪
を
実
施
し
た
。

（
二
）「
サ
イ
ド
シ
ャ
ッ
タ
ー
付
き
プ
ラ

ウ
」
は
、
除
雪
機
械
に
備
わ
る
装
置
で
、
交

差
点
や
住
宅
地
な
ど
、
雪
を
残
し
た
く
な
い

場
所
で
、
雪
こ
ぼ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
使
用
さ

れ
て
お
り
、シ
ャ
ッ
タ
ー
を
閉
め
る
こ
と
で
、

答 問

答

問

答

竹内　富士子 議員
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置
き
雪
が
低
減
す
る
有
効
な
も
の
と
認
識
し

て
い
る
。本
町
に
つ
い
て
は
、左
右
の
ブ
レ
ー

ド
形
状
を
九
通
り
に
変
化
す
る
「
汎
用
プ
ラ

ウ
」
を
採
用
し
て
お
り
、「
サ
イ
ド
シ
ャ
ッ

タ
ー
」
以
上
の
性
能
で
、
幅
広
い
除
雪
に
対

応
し
て
い
る
と
こ
ろ
。

ま
た
、
高
齢
者
や
身
体
障
害
者
世
帯
へ

は
可
能
な
限
り
ブ
レ
ー
ド
の
角
度
を
調
整

し
な
が
ら
、
玄
関
間
口
に
雪
が
入
ら
な
い
よ

う
に
す
る
対
応
は
可
能
で
あ
る
の
で
、
置
き

雪
処
理
が
困
難
な
世
帯
に
は
適
宜
対
応
し
て

い
く
。

（
三
）
現
在
、
本
町
に
あ
る
融
流
雪
溝
の

施
設
は
、
整
備
延
長
一
万
六
千
五
百
三
メ
ー

ト
ル
、
十
四
地
区
で
利
用
さ
れ
て
い
る
。
今

年
度
か
ら
苦
木
地
区
へ
事
業
着
手
し
て
お

り
、
今
後
「
唐
牛
・
森
山
」
地
区
を
予
定
し

て
い
る
が
、
両
地
区
と
も
に
水
源
確
保
が
課

題
で
あ
る
。
融
流
雪
溝
の
利
用
時
間
に
つ
い

て
は
、
地
域
ご
と
に
異
な
る
が
、
朝
・
昼
・

晩
の
そ
れ
ぞ
れ
三
時
間
程
度
利
用
で
き
る
。

（
四
）
今
年
度
の
雪
置
き
場
は
「
旧
サ
ー

フ
プ
ー
ル
駐
車
場
」
の
み
と
し
て
い
る
の

で
、
降
雪
状
況
を
判
断
し
な
が
ら
早
め
の
運

用
に
努
め
て
い
く
。

①
町
所
有
の
除
雪
車
に
つ
い
て

　
　
　

町
所
有
の
タ
イ
ヤ
シ
ョ
ベ
ル
は
、
古

　
　
　

い
タ
イ
ヤ
シ
ョ
ベ
ル
だ
と
平
成
九
年

式
、
次
が
平
成
十
一
年
式
と
な
り
二
十
年
を

経
過
し
て
い
る
機
械
が
小
型
車
も
含
め
て
七

台
中
四
台
と
な
っ
て
い
る
。

　

近
年
は
毎
年
、
除
雪
シ
ー
ズ
ン
中
に
故
障

し
て
度
々
、
整
備
に
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

見
受
け
ら
れ
る
。
町
の
方
で
も
数
年
前
か
ら

順
次
新
し
い
タ
イ
ヤ
シ
ョ
ベ
ル
に
更
新
を
し

て
い
る
が
、
今
後
も
タ
イ
ヤ
シ
ョ
ベ
ル
の
更

新
の
予
定
は
あ
る
の
か
伺
う
。

　
　
　

①
（
町
長
）　

　
　

現
在
、
本
町
に
あ
る
除
雪
機
械
は
平

成
九
年
式
か
ら
令
和
四
年
式
の
除
雪
ド
ー
ザ

七
台
と
平
成
十
九
年
式
の
散
布
車
一
台
、
平

成
三
十
年
式
の
ロ
ー
タ
リ
ー
除
雪
車
一
台
の

計
九
台
を
保
有
し
て
い
る
。

二
十
年
以
上
経
過
し
た
除
雪
ド
ー
ザ
が
四

台
あ
り
、
老
朽
化
に
伴
う
大
規
模
な
修
繕
費

用
が
発
生
す
る
前
に
、
更
新
す
る
必
要
が
あ

る
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
昨
今
の
社
会
情

勢
に
よ
り
、
車
両
の
長
納
期
化
問
題
を
考
え

る
と
、
町
の
除
雪
業
務
に
支
障
を
き
た
す
前

に
、
対
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
認

識
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
国
の
補
助
事
業
等

を
活
用
し
な
が
ら
計
画
的
な
導
入
に
向
け
て

努
め
て
い
く
。

①
観
光
案
内
所
設
置
に
つ
い
て

②
ふ
る
さ
と
納
税
寄
附
に
つ
い
て

③
町
内
廃
校
屋
内
施
設
の
利
用
に
つ
い
て

　
　

①
Ｊ
Ｒ
奥
羽
線
の
特
急
停
車
駅
、
弘

　
　

南
鉄
道
の
始
発
・
最
終
駅
、
歴
史
あ

る
神
社
仏
閣
、
温
泉
な
ど
観
光
素
材
が
た
く

さ
ん
あ
り
、
県
及
び
グ
ラ
ン
ピ
オ
ニ
ー
津
軽

が
大
鰐
の
観
光
客
誘
致
宣
伝
に
注
力
し
て
い

る
な
か
で
、
町
に
観
光
案
内
所
が
な
い
こ
と

に
疑
問
を
感
じ
る
。

弘
前
市
都
市
整
備
部
、
弘
南
鉄
道
は
大
鰐

線
の
廃
線
を
避
け
る
た
め
の
一
環
と
し
て
、

季
節
ご
と
に
イ
ベ
ン
ト
列
車
を
運
行
さ
せ
国

内
外
か
ら
観
光
客
誘
致
。
来
年
一
月
か
ら
ソ

ウ
ル
―
青
森
便
の
定
期
便
就
航
、
そ
の
後
の

台
湾
（
桃
園
）
便
の
予
定
な
ど
、
観
光
客
来

町
見
込
み
の
根
拠
は
た
く
さ
ん
あ
る
。

ま
た
、
町
内
へ
Ｕ
タ
ー
ン
し
た
若
者
に
よ

る
地
域
活
性
化
を
目
的
と
し
た
積
極
的
広

報
・
誘
客
活
動
の
成
果
が
徐
々
に
表
れ
て
き

て
い
る
中
で
、
駅
舎
内
、
ま
た
は
駅
周
辺
へ

の
観
光
案
内
所
設
置
は
今
後
地
域
を
活
性
化

さ
せ
る
た
め
に
は
必
要
に
思
う
が
、
如
何
か
。

　
　
　

①
（
町
長
）

　
　

観
光
案
内
所
の
設
置
に
つ
い
て
、
観

光
案
内
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
に
対
し
て

は
、
企
画
観
光
課
に
お
い
て
、
宿
泊
施
設
や

観
光
ス
ポ
ッ
ト
な
ど
の
情
報
を
提
供
し
、
要

望
が
あ
れ
ば
都
度
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
送
付

す
る
な
ど
の
対
応
を
し
て
い
る
。

令
和
三
年
度
末
に
地
方
創
生
交
付
金
事
業

の
終
了
を
も
っ
て
、
大
鰐
温
泉
観
光
案
内
所

を
閉
鎖
し
た
が
、
現
在
で
も
地
域
交
流
セ
ン

タ
ー
鰐
ｃ
ｏ
ｍ
ｅ
へ
の
観
光
案
内
の
問
い
合

わ
せ
は
多
い
た
め
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
お
お
わ

に
事
業
協
同
組
合
と
連
携
し
、
最
新
か
つ
正

確
な
情
報
を
共
有
し
な
が
ら
、
お
客
様
に
満

足
い
た
だ
け
る
よ
う
努
め
て
い
る
。
ま
た
、

問

問答

答

三浦　道広 議員

藤田　賀津彦 議員
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情
報
発
信
と
い
う
点
で
は
、
十
二
月
十
五
日

に
町
の
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
が
ス
タ
ー
ト
す
る
。

公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
は
、
町
内
の
ス
ポ
ッ
ト

検
索
も
可
能
と
な
っ
て
お
り
、
観
光
ス
ポ
ッ

ト
の
基
本
情
報
を
よ
り
早
く
、
よ
り
簡
単
に

調
べ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る

の
で
、
よ
り
多
く
の
方
に
ご
活
用
い
た
だ
け

る
よ
う
情
報
発
信
に
努
め
て
い
く
。

観
光
案
内
所
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
そ
の

必
要
性
に
つ
い
て
関
係
団
体
と
協
議
し
な
が

ら
、
慎
重
に
判
断
し
て
い
く
。

　
　

②
ふ
る
さ
と
納
税
寄
附
金
額
が
年
々

　
　

増
加
し
て
い
る
こ
と
が
度
々
報
道
さ

れ
て
い
る
。

二
〇
一
六
年
「
さ
と
ふ
る
」
が
ポ
ー
タ
ル

サ
イ
ト
を
立
ち
上
げ
た
と
同
時
に
一
気
に
寄

附
金
額
が
増
加
し
、
近
年
で
は
大
手
企
業
が

ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
に
参
入
し
て
い
る
。

昨
年
は
宮
崎
県
都
城
市
が
納
税
受
け
入
れ

額
、約
百
九
十
六
億
円
で
日
本
一
に
な
っ
た
。

肉
製
品
・
海
産
物
・
果
物
な
ど
が
人
気
の

返
礼
品
の
よ
う
だ
。

町
は
ふ
る
さ
と
納
税
の
寄
附
を
ど
の
よ
う

に
認
識
し
て
い
る
の
か
、寄
附
件
数
・
金
額
、

そ
し
て
今
後
、
寄
附
金
額
を
増
額
し
て
い
く

た
め
の
施
策
は
あ
る
の
か
ど
う
か
伺
う
。

　
　

②
（
町
長
）

　
　

ふ
る
さ
と
納
税
は
、
町
に
と
っ
て
非

常
に
重
要
な
財
源
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
施

策
を
実
現
す
る
た
め
に
有
効
な
手
段
で
あ
る

と
認
識
し
て
い
る
。

　

令
和
四
年
度
の
寄
附
実
績
は
、
千
百
二
十

二
件
で
千
七
百
五
十
七
万
円
で
あ
っ
た
。

令
和
五
年
度
の
十
月
末
現
在
の
実
績
は
、

三
百
四
十
二
件
、
五
百
八
十
万
七
千
円
で
、

四
年
度
の
同
時
期
と
比
較
す
る
と
、
九
十
九

件
、
二
百
三
十
七
万
二
千
円
の
増
加
と
な
っ

て
い
る
。

五
年
度
の
新
た
な
展
開
と
し
て
、
ふ
る
さ

と
納
税
を
募
集
す
る
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
を
一

社
増
や
し
た
こ
と
、
返
礼
品
と
し
て
宿
泊

ク
ー
ポ
ン
券
等
を
追
加
し
た
こ
と
な
ど
が
挙

げ
ら
れ
る
。

今
後
に
つ
い
て
も
返
礼
品
の
充
実
を
図
る

と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
情
報
を
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
や
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
な
ど
を
通
じ
て
、
積
極
的
か

つ
効
果
的
に
Ｐ
Ｒ
し
、
よ
り
一
層
ふ
る
さ
と

納
税
を
促
進
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
　

③
今
年
の
プ
ロ
野
球
ド
ラ
フ
ト
会
議

　
　

に
お
い
て
、
当
町
出
身
の
成
田
晴
風

選
手
が
見
事
埼
玉
西
部
ラ
イ
オ
ン
ズ
か
ら
ド

ラ
フ
ト
四
位
指
名
を
受
け
、
子
ど
も
た
ち
へ

大
き
な
夢
と
希
望
を
与
え
て
く
れ
た
。
成
田

選
手
は
大
鰐
小
・
中
学
校
を
卒
業
さ
れ
練
習

条
件
に
は
決
し
て
恵
ま
れ
た
と
言
え
な
い
状

況
で
あ
っ
た
が
、
人
一
倍
の
努
力
を
重
ね
夢

の
舞
台
を
つ
か
ん
だ
。

ま
た
、
東
北
学
童
軟
式
野
球
大
会
に
お
い

て
「
あ
じ
ゃ
ら
Ｂ
Ｂ
Ｃ
」
が
見
事
優
勝
し

十
二
月
の
全
国
大
会
出
場
を
決
め
て
い
る
。

全
国
大
会
決
定
後
も
雨
天
時
は
幾
度
と
町
外

室
内
練
習
場
へ
出
向
き
練
習
を
行
い
、
父

兄
・
指
導
者
へ
負
担
が
掛
か
っ
て
い
る
。

野
球
ば
か
り
で
は
な
い
が
、
町
内
の
ス
ポ

ー
ツ
を
さ
れ
て
い
る
子
ど
も
た
ち
の
潜
在
能

力
は
我
々
の
想
像
を
遥
か
に
超
え
て
い
る
。

ス
ポ
ー
ツ
の
町
復
活
を
目
指
し
、
子
ど
も

た
ち
の
素
質
を
引
き
出
し
、
父
兄
・
指
導
者

の
負
担
を
軽
減
す
る
上
で
廃
校
施
設
の
活
用

を
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
　

③
（
町
長
）

　
　

成
田
晴
風
選
手
が
プ
ロ
野
球
の
埼
玉

西
武
ラ
イ
オ
ン
ズ
か
ら
ド
ラ
フ
ト
指
名
を
受

け
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
町
民
と
し
て
大
変

誇
ら
し
い
こ
と
で
あ
り
、
心
よ
り
お
祝
い
申

し
上
げ
る
と
と
も
に
、
今
後
の
ご
活
躍
を
期

待
す
る
。

廃
校
の
利
活
用
に
つ
い
て
、
現
在
、
旧
長

峰
小
学
校
に
お
い
て
、
ド
ロ
ー
ン
ス
ク
ー
ル

と
し
て
土
地
・
建
物
の
無
償
貸
付
け
を
行
っ

て
い
る
。

ま
た
、
旧
大
鰐
第
二
小
学
校
に
つ
い
て

は
、
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
準
備
室
の
執
務
室

と
し
て
利
用
す
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
利

用
に
向
け
た
施
設
の
準
備
作
業
を
実
施
し
て

い
る
。

中
南
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
に
問
い
合

わ
せ
た
と
こ
ろ
、
今
回
の
国
ス
ポ
準
備
室
の

よ
う
な
事
務
的
な
利
用
で
は
問
題
な
い
が
、

不
特
定
多
数
の
人
が
出
入
り
す
る
よ
う
な
体

育
館
の
貸
し
出
し
な
ど
は
、
法
令
基
準
を
満

た
す
た
め
の
建
物
の
用
途
変
更
が
必
要
で
あ

る
と
確
認
し
て
い
る
。

現
状
の
校
舎
・
体
育
館
を
用
途
変
更
す
る

た
め
に
は
、
大
規
模
改
修
が
必
要
と
な
る
。

旧
大
鰐
第
二
小
学
校
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま

で
も
町
民
体
育
館
化
の
検
討
を
し
て
い
る

が
、
多
額
の
改
修
費
が
見
込
ま
れ
て
い
る
た

め
、
具
体
化
で
き
て
い
な
い
。

ま
た
、
本
町
の
公
共
施
設
は
、
役
場
庁
舎

の
件
も
含
め
、
大
規
模
改
修
の
時
期
を
迎
え

る
施
設
が
多
数
あ
る
の
で
、
廃
校
利
用
に
つ

い
て
も
、
十
分
に
財
政
面
を
考
慮
し
た
対
応

が
必
要
と
な
る
こ
と
を
、
ご
理
解
い
た
だ
き

た
い
。

問

答問

答

町政ここが聞きたい　  議会だより 
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①
町
民
の
暮
ら
し
の
足
に
つ
い
て

②
今
後
の
鳥
獣
問
題
に
つ
い
て

③
大
鰐
ら
し
い
景
観
に
つ
い
て

　
　
　

　
　

①
時
代
の
流
れ
と
と
も
に
大
鰐
も
商

　
　

店
が
減
り
、
車
社
会
と
言
わ
れ
な
が

ら
免
許
返
納
で
車
に
乗
ら
な
い
人
が
増
え

た
。
お
店
や
ス
ー
パ
ー
ま
で
歩
い
て
い
く
、

町
内
の
病
院
や
診
療
所
に
行
く
の
も
大
変
だ

そ
う
だ
。
そ
れ
は
タ
ク
シ
ー
や
デ
マ
ン
ド
バ

ス
だ
け
で
は
カ
バ
ー
し
き
れ
な
い
、
町
内
を

移
動
す
る
手
段
が
自
分
の
足
し
か
な
い
、
そ

う
い
う
高
齢
者
が
た
く
さ
ん
い
る
。

若
い
人
や
車
を
運
転
し
て
い
る
人
に
は
想

像
し
辛
い
だ
ろ
う
が
、
高
齢
者
に
と
っ
て
買

い
物
に
行
く
の
が
困
難
、
病
院
に
行
く
の
が

困
難
と
い
う
の
は
大
変
大
き
な
問
題
で
あ

る
。
町
と
し
て
は
こ
の
よ
う
な
問
題
を
ど
の

よ
う
に
お
考
え
か
。

　
　
　

①
（
町
長
）　

　
　

町
民
の
暮
ら
し
の
足
に
つ
い
て
、
高

齢
者
の
移
動
支
援
は
、
健
康
維
持
と
社
会
参

加
を
促
進
す
る
た
め
に
非
常
に
重
要
な
問
題

だ
と
認
識
し
て
お
り
、
安
全
安
心
に
目
的
地

に
移
動
で
き
る
よ
う
な
サ
ポ
ー
ト
が
必
要
だ

と
考
え
て
い
る
。

今
月
、
デ
マ
ン
ド
バ
ス
三
路
線
の
地
区
に

お
い
て
住
民
説
明
会
を
実
施
す
る
予
定
だ

が
、
町
民
の
意
見
や
要
望
を
伺
い
、
利
用
者

の
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
た
サ
ー
ビ
ス
に
見
直
す

こ
と
で
、
移
動
環
境
の
充
実
を
図
っ
て
い
く
。

　
　

②
今
年
は
全
国
的
に
熊
の
被
害
が
増

　
　

え
た
。
背
景
に
は
山
中
の
餌
が
激
減

し
た
上
に
猪
や
日
本
鹿
が
増
え
熊
の
食
べ
る

も
の
が
さ
ら
に
減
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
熊
は

学
習
能
力
が
あ
り
里
に
出
て
く
る
熊
は
人
や

大
き
な
音
に
驚
か
な
く
な
っ
て
い
る
。
人
的

被
害
を
出
さ
な
い
た
め
に
も
猟
期
に
入
っ
た

ら
猟
友
会
の
実
施
隊
員
に
積
極
的
に
猪
や
日

本
鹿
を
駆
除
し
て
も
ら
い
、
大
鰐
本
来
の
自

然
環
境
に
戻
し
つ
つ
必
要
な
熊
の
駆
除
も
し

て
い
き
、
野
生
動
物
に
人
が
危
険
だ
と
認
識

さ
せ
る
こ
と
が
必
要
。
し
か
し
現
状
は
猟
友

会
も
会
員
が
減
り
若
い
人
が
少
な
い
。
こ
の

状
況
を
変
え
る
た
め
に
も
猟
友
会
の
実
施
隊

員
に
限
り
保
険
や
狩
猟
者
登
録
費
用
を
補
助

す
る
と
い
う
考
え
は
あ
る
の
か
。

狩
猟
す
る
た
め
の
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
は

ば
か
に
な
ら
な
い
。
こ
れ
で
は
有
害
駆
除
を

し
て
町
を
守
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
あ
っ

て
も
経
済
的
負
担
が
多
い
こ
と
か
ら
必
要
な

実
施
隊
員
の
人
数
を
確
保
す
る
の
は
困
難
で

あ
る
。
実
施
隊
員
を
増
や
し
育
成
す
る
こ
と

は
野
生
動
物
に
よ
る
人
的
被
害
と
農
作
物
の

被
害
の
減
少
に
直
接
つ
な
が
る
。
こ
の
よ
う

に
な
か
な
か
表
面
に
は
見
え
辛
い
狩
猟
者
の

経
済
的
負
担
問
題
に
対
し
町
は
ど
の
よ
う
に

考
え
て
い
る
の
か
。

　
　
　

②
（
町
長
）

　
　

今
年
は
、
全
国
的
に
農
地
や
市
街
地

で
の
ク
マ
の
出
没
、
人
的
被
害
が
連
日
の
よ

う
に
報
道
さ
れ
て
い
た
。本
町
に
お
い
て
は
、

り
ん
ご
等
農
産
物
の
食
害
が
多
く
発
生
し
た

も
の
の
、
幸
い
に
も
現
時
点
に
お
い
て
、
人

的
被
害
が
発
生
し
な
か
っ
た
こ
と
に
安
堵
し

て
い
る
。

町
に
お
け
る
令
和
五
年
度
の
鳥
獣
対
策
と

し
て
、
ま
ず
県
猟
友
会
大
鰐
支
部
の
各
種
活

動
費
用
に
係
る
補
助
。
次
に
捕
獲
わ
な
等
の

導
入
費
用
に
係
る
補
助
。
さ
ら
に
鳥
獣
被
害

対
策
実
施
隊
員
確
保
・
養
成
の
た
め
、
免
許

取
得
費
用
に
係
る
補
助
に
つ
い
て
予
算
化
し

対
応
し
て
い
る
。

今
年
度
か
ら
は
、
鳥
獣
被
害
対
策
実
施
隊

員
の
日
額
報
酬
四
千
五
百
円
を
、
鳥
獣
の
捕

獲
等
の
活
動
時
間
や
業
務
の
負
担
を
考
慮
し

て
、
日
額
八
千
円
に
引
き
上
げ
、
実
施
隊
員

の
処
遇
改
善
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
。

町
で
は
、
今
後
の
鳥
獣
対
策
と
し
て
、
こ

れ
ま
で
の
対
策
に
加
え
、
国
の
「
鳥
獣
被
害

防
止
総
合
対
策
交
付
金
」
の
対
象
で
あ
る
、

ク
マ
等
の
捕
獲
頭
数
に
応
じ
た
活
動
経
費

や
、
実
施
隊
員
が
新
規
に
猟
銃
を
購
入
す
る

場
合
の
補
助
等
、
県
猟
友
会
大
鰐
支
部
の
意

見
を
聴
き
な
が
ら
、
経
済
的
負
担
の
軽
減
に

努
め
て
い
く
。

　
　

③
第
六
次
大
鰐
町
振
興
計
画
に
「
中

　
　

心
市
街
地
の
魅
力
づ
く
り
と
大
鰐
ら

し
い
景
観
軸
の
形
成
」
と
書
い
て
あ
る
。

大
鰐
の
中
心
を
流
れ
る
平
川
は
大
鰐
の
魅

力
で
も
あ
る
と
思
う
。
そ
し
て
平
川
親
水
公

園
は
川
の
流
れ
や
音
を
身
近
に
感
じ
ら
れ
る

と
て
も
素
敵
な
親
水
公
園
だ
と
思
う
。
し
か

し
残
念
な
が
ら
町
民
か
ら
は
汚
い
と
言
わ
れ

て
い
る
。
町
民
か
ら
汚
い
と
言
わ
れ
る
親
水

公
園
は
観
光
客
の
目
に
ど
う
映
っ
て
い
る
の

か
。
せ
っ
か
く
魅
力
の
あ
る
親
水
公
園
が
あ

る
の
だ
か
ら
「
い
つ
も
綺
麗
」
に
で
き
な
い

も
の
か
。
平
川
親
水
公
園
を
町
は
ど
の
よ
う

に
考
え
て
い
る
の
か
。

髙橋　浩二 議員
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③
（
町
長
）

　
　

平
川
親
水
公
園
は
昭
和
六
十
三
年
度

か
ら
平
成
九
年
度
ま
で
の
十
年
間
で
、
地
域

住
民
や
観
光
客
に
も
「
う
る
お
い
と
や
す
ら

ぎ
」
を
感
じ
ら
れ
る
川
と
し
て
水
辺
空
間
の

整
備
を
行
っ
た
。

現
在
の
親
水
公
園
は
、
昨
年
の
大
雨
被
害

に
伴
い
、
河
川
管
理
者
で
あ
る
県
に
よ
る
土

砂
の
浚
渫
な
ど
を
実
施
し
た
が
、
景
観
は
ま

だ
ま
だ
良
好
な
状
態
で
は
な
い
。

親
水
公
園
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
土
砂
の

浚
渫
や
雑
木
伐
採
な
ど
、
大
き
な
予
算
の
絡

む
案
件
は
、
今
ま
で
ど
お
り
河
川
管
理
者
で

あ
る
県
へ
お
願
い
し
た
い
と
考
え
て
い
る

が
、
通
常
の
草
刈
り
な
ど
は
、
県
と
協
議
の

う
え
町
で
実
施
す
る
な
ど
、
良
好
な
景
観
の

確
保
に
努
め
て
い
く
。

 

①
町
の
情
報
発
信
と
し
て
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
活
用
に

つ
い
て

②
「
医
療
的
ケ
ア
児
」
の
災
害
避
難
対
応
に

つ
い
て

③
産
後
ケ
ア
事
業
が
２
０
２
４
年
度
末
ま
で

に
希
望
者
全
員
が
対
象
に
な
る
こ
と
に
つ

い
て

④
在
宅
介
護
世
帯
へ
の
助
成
に
つ
い
て

　
　

①
（
一
）
十
二
月
中
旬
リ
リ
ー
ス
の

　
　

大
鰐
町
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
の
概
要
に
つ

い
て
詳
細
を
お
知
ら
せ
い
た
だ
き
た
い
。
ま

た
、
ス
マ
ホ
が
詳
し
く
な
い
高
齢
者
へ
の
対

応
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

（
二
）
町
の
魅
力
発
信
の
宣
伝
媒
体
と
し

て
、
動
画
投
稿
サ
イ
ト
、
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ

チ
ャ
ン
ネ
ル
の
開
設
を
考
え
て
ほ
し
い
と
い

う
町
民
か
ら
の
要
望
が
あ
っ
た
。
ユ
ニ
ー
ク

な
団
体
や
人
の
魅
力
な
ど
、
観
光
含
め
積
極

的
に
発
信
す
る
広
報
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
持
つ
こ

と
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。

　
　

①
（
町
長
）

　
　
（
一
）
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
の
概
要
は
、

町
の
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト
と
し
て
開
設
す
る
も

の
で
、十
二
月
十
五
日
に
「
わ
に
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
」

の
愛
称
で
ス
タ
ー
ト
す
る
。

メ
ニ
ュ
ー
の
概
要
に
つ
い
て
、「
メ
イ
ン

メ
ニ
ュ
ー
」
は
、
既
存
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

掲
載
し
て
い
る
お
知
ら
せ
情
報
な
ど
に
ア
ク

セ
ス
し
や
す
い
環
境
を
整
え
て
い
る
。

「
町
の
魅
力
」
メ
ニ
ュ
ー
は
、
主
に
観
光

客
向
け
の
コ
ン
テ
ン
ツ
を
集
約
し
て
い
る
。

「
防
災
」
メ
ニ
ュ
ー
は
、
災
害
発
生
時
に
活

用
で
き
る
機
能
の
ほ
か
、
気
象
情
報
な
ど

の
平
時
か
ら
活
用
が
見
込
ま
れ
る
コ
ン
テ
ン

ツ
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
画
面
に
配
置
し
て

い
る
。

高
齢
者
へ
の
対
応
と
し
て
は
、
来
年
度
以

降
も
引
き
続
き
ス
マ
ホ
講
座
等
を
開
催
す
る

こ
と
で
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
に
限
ら
ず
、
高
齢
者
の

方
々
も
デ
ジ
タ
ル
化
の
恩
恵
が
得
ら
れ
る
よ

う
、「
誰
も
置
き
去
り
に
し
な
い
」
デ
ジ
タ

ル
化
を
目
指
し
て
い
く
。

（
二
）
町
の
魅
力
発
信
の
宣
伝
媒
体
と
し

て
の
広
報
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
つ
い
て
、
現
時
点

で
は
専
用
チ
ャ
ン
ネ
ル
開
設
の
予
定
は
な

い
。
ま
ず
は
、
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
を
し
っ
か
り

活
用
し
、
機
能
充
実
を
図
っ
て
い
く
と
同
時

に
、
既
存
の
広
報
媒
体
を
含
め
た
情
報
発
信

方
法
の
す
み
分
け
を
行
い
、
よ
り
効
果
的
な

情
報
発
信
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

　
　

②
生
ま
れ
つ
き
の
病
気
の
た
め
に
日

　
　

常
的
に
医
療
サ
ポ
ー
ト
が
必
要
な

「
医
療
的
ケ
ア
児
」
の
人
数
と
、
ま
た
そ
の

方
た
ち
が
災
害
や
停
電
の
際
に
安
心
し
て
非

難
で
き
る
よ
う
に
町
で
は
ど
の
よ
う
な
支
援

を
考
え
て
い
る
の
か
、
今
の
現
状
と
今
後
の

取
り
組
み
に
つ
い
て
伺
う
。

　
　

②
（
町
長
）

　
　

本
町
が
把
握
し
て
い
る
医
療
的
ケ
ア

児
は
三
人
で
あ
る
。
現
在
、
そ
の
う
ち
の
一

人
に
つ
い
て
、
個
別
避
難
計
画
を
作
成
し
て

い
る
。

計
画
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、ご
家
族
や
、

医
療
・
福
祉
の
関
係
者
、
民
生
委
員
な
ど
、

多
く
の
方
々
と
話
合
い
を
重
ね
て
お
り
、

避
難
先
と
な
る
施
設
の
視
察
な
ど
も
行
っ
て

い
る
。

今
後
も
、
関
係
機
関
等
と
連
携
し
、
順
次
、

計
画
の
作
成
を
進
め
て
い
く
。

　
　

③
今
年
六
月
三
十
日
付
で
こ
ど
も
家

　
　

庭
庁
よ
り
、
支
援
が
必
要
な
方
は
誰

答

山谷　博子 議員
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で
も
支
援
が
受
け
ら
れ
る
と
い
う
通
達
が
各

自
治
体
に
あ
っ
た
。
二
〇
二
四
年
末
ま
で
あ

と
一
年
、
町
は
ど
の
よ
う
な
産
後
ケ
ア
事
業

を
考
え
て
い
る
の
か
、
今
後
の
方
向
性
に
つ

い
て
伺
う
。

　
　

③
（
町
長
）

　
　

産
後
ケ
ア
事
業
は
、
居
宅
訪
問
型
、

宿
泊
型
、
通
所
型
の
三
種
類
が
あ
り
、
本
町

で
は
、
居
宅
訪
問
型
を
実
施
し
て
い
る
。
産

婦
健
康
診
査
や
産
婦
訪
問
な
ど
に
お
い
て
、

支
援
を
必
要
と
す
る
方
を
把
握
し
、
保
健
師

が
居
宅
を
訪
問
し
て
保
健
指
導
な
ど
を
行

い
、
必
要
に
応
じ
て
関
係
機
関
と
連
携
を
図

り
な
が
ら
支
援
し
て
い
る
。

宿
泊
型
と
通
所
型
に
つ
い
て
は
、
委
託
先

が
確
保
で
き
な
い
た
め
、実
施
し
て
い
な
い
。

こ
れ
ら
に
関
し
て
は
、
町
単
独
で
実
施
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
た
め
、
県
の
支
援
な

ど
を
仰
ぎ
な
が
ら
、
実
施
体
制
の
整
備
を
し

て
い
く
。

　
　

④
家
族
介
護
慰
労
金
は
、
非
課
税
世

　
　

帯
で
要
介
護
度
四
ま
た
は
五
と
認
定

さ
れ
た
方
が
対
象
で
あ
る
が
、

（
一
）
こ
の
慰
労
金
の
支
給
を
受
け
た
世

帯
は
何
件
あ
っ
た
の
か
。

（
二
）
現
在
、
在
宅
介
護
（
自
宅
で
）
を

し
て
い
る
世
帯
は
何
世
帯
あ
る
の
か
。

（
三
）
非
課
税
・
課
税
世
帯
に
関
わ
ら

ず
、
町
民
は
金
銭
的
な
不
安
を
か
か
え
な
が

ら
介
護
し
て
お
り
、
要
介
護
二
ま
た
は
三
の

方
を
介
護
し
て
い
る
世
帯
に
も
慰
労
金
を
出

し
て
ほ
し
い
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
ど
の

よ
う
に
考
え
る
か
。

　
　

④
（
町
長
）

　
　
（
一
）
家
族
介
護
慰
労
金
に
つ
い
て

は
、
申
請
に
関
す
る
相
談
は
あ
る
も
の
の
、

平
成
二
十
一
年
度
の
一
件
を
最
後
に
、
近
年

で
は
、
支
給
実
績
は
な
い
。

（
二
）
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方
の

う
ち
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
や
介
護
老
人

保
健
施
設
な
ど
の
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し

て
い
る
方
を
除
く
と
、六
百
九
十
五
人
い
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
に
は
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
や

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
に
入
所
し
て
い
る
方
、
長

期
入
院
の
方
な
ど
も
含
ま
れ
る
た
め
、
正
確

な
人
数
は
把
握
で
き
な
い
。

（
三
）
家
族
介
護
慰
労
金
は
、
国
の
地
域

支
援
事
業
実
施
要
綱
に
基
づ
い
て
実
施
し
て

お
り
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
な
い
中

重
度
の
要
介
護
者
を
、
現
に
介
護
し
て
い
る

家
族
を
慰
労
す
る
た
め
の
事
業
。

国
の
要
綱
で
は
、
要
介
護
三
以
上
を
対
象

と
し
て
お
り
、
対
象
と
な
る
介
護
度
を
引
き

下
げ
る
こ
と
は
可
能
な
の
で
、
介
護
保
険
運

営
協
議
会
の
意
見
な
ど
も
参
考
に
し
な
が

ら
、
検
討
し
て
い
く
。

①
子
育
て
支
援
に
つ
い
て

　
　

①
一
月
か
ら
十
二
月
ま
で
生
ま
れ
た

　
　

年
間
デ
ー
タ
で
は
、
令
和
三
年

二
十
五
人
、
令
和
四
年
二
十
一
人
、
令
和
五

年
十
七
人
予
定
一
人
が
、
現
在
の
町
の
状
況

で
あ
る
。

そ
こ
で
、
オ
ム
ツ
・
ミ
ル
ク
に
係
る
家
庭

負
担
軽
減
を
、
社
会
福
祉
協
議
会
に
委
託

し
子
育
て
世
帯
を
応
援
す
る
予
定
は
あ
る
か

伺
う
。

　
　
①
（
町
長
）

　
　

本
町
で
は
、
令
和
四
年
度
か
ら
伴
走

型
相
談
支
援
及
び
出
産
・
子
育
て
応
援
給
付

金
の
一
体
的
実
施
事
業
を
行
っ
て
い
る
。
全

て
の
妊
婦
・
子
育
て
世
帯
が
安
心
し
て
出

産
・
子
育
て
で
き
る
よ
う
、
妊
娠
期
か
ら
出

産
・
子
育
て
ま
で
一
貫
し
て
身
近
で
相
談
に

応
じ
、
様
々
な
ニ
ー
ズ
に
即
し
た
必
要
な
支

援
に
つ
な
ぐ
伴
走
型
相
談
支
援
の
充
実
を
図

る
と
と
も
に
、
妊
娠
・
出
生
の
届
出
を
行
っ

た
妊
婦
・
子
育
て
世
帯
等
に
対
し
、
出
産
・

子
育
て
応
援
給
付
金
を
支
給
す
る
も
の
。

出
産
・
子
育
て
応
援
給
付
金
は
、
妊
娠
の

届
出
を
行
っ
た
妊
婦
に
対
し
て
五
万
円
、
出

生
の
届
出
を
行
っ
た
養
育
者
に
対
し
て
五
万

円
を
支
給
す
る
も
の
。

給
付
金
は
、
出
産
育
児
関
連
用
品
の
購
入

費
、家
事
・
子
育
て
サ
ー
ビ
ス
利
用
料
な
ど
、

出
産
・
子
育
て
に
係
る
費
用
の
経
済
的
負
担

の
軽
減
を
図
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
オ
ム

ツ
代
や
ミ
ル
ク
代
に
対
す
る
支
援
も
含
ま
れ

て
い
る
た
め
、
現
在
の
と
こ
ろ
は
、
追
加
の

支
援
は
考
え
て
い
な
い
。

今
後
、
県
に
お
い
て
様
々
な
子
育
て
支
援

策
が
講
じ
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
し
っ

か
り
対
応
で
き
る
よ
う
努
め
て
い
く
。

答問

答

前田　一裕 議員

問答

広報おおわに ２月号
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火災予防・交通安全　  こちら警察・消防！ 

火を消して火を消して

不安を消して　つなぐ未来不安を消して　つなぐ未来

令和５年度全国統一防火標語令和５年度全国統一防火標語

雪片付けや雪下ろしに気をつけて！

２月４日は立春と呼ばれるように暦上では春が始ま
る日となっています。しかし春が始まるといえどもま
だまだ寒い日が続いています。雪の晴れ間に雪片付け
や雪下ろしにと精を出しているのではないでしょう
か。

しかし、この雪片付けや雪下ろしによる事故が例年
後を絶ちません。事故を未然に防ぐため次の5つのこ
とに注意しましょう。
①屋根雪を下すため屋根に上るときは身体にロープ等
を結び、もう片方を雪止め等に固定するなどして転落
しないようにしましょう。
②はしごを使用する際はしっかりと固定してから使用
するようにしましょう。
③雪が積もった屋根の下に入らないようにしましょ
う。
④除雪機に詰まった雪を除去する際は必ずエンジンを
止めてから行いましょう。
⑤融雪溝への転落を防ぐため雪切網は絶対に取り外さ
ないようにしてください。

油流出事故にご注意ください !!
灯油等の流出事故が多く発生しています。側溝等に

流れ出すと河川へ流出し、重大な環境汚染を引き起こ
し、「水道や農業用水が取水できない」、「魚がへい死
する」などの人々の生活や動植物に多大な影響を与え
る恐れがあります。

【流出事故を防ぐために】
家庭では…
●ホームタンクなどから灯油を小分けする時は、絶対
にその場を離れないようにしましょう。
●ホームタンクは安定した場所に設置し転倒防止を
行ってください。
●配管やタンクの定期点検に努め、バルブの閉め忘れ
に注意しましょう。

●冬期間は、屋根からの落雪による配管の破損・脱
落や、ホームタンクの転倒に注意しましょ う。また、
除雪による配管の破損にも気をつけてください。
事業所では…
●油をタンクへ補給するときは、吹きこぼしや、オー
バーフローに注意しましょう。
●タンク周囲の流出防止対策（防油堤など）や配管に
異常がないか定期的に確認しましょう。
●油の在庫を定期的に確認し、平時より減りが早くな
いか注意してください。
●廃油は専門業者に委託するなど適正処分してくださ
い。
●冬期間は、屋根からの落雪による配管の破損・脱落
や、除雪による配管の破損に細心の注意を払ってくだ
さい。
冬期間の対策
●降雪前に除雪作業の支障となる物件について把握し
ておく。
●タンクや突出している配管が屋外にある場合は、冬
期間（降雪前）に目印をつけたり、損傷防止措置をす
る。
●日頃から、施設の定期点検を実施する。

事故が発生したら…
①発生源の流出防止対策を講じる（至急、消防署・役

場に連絡）
②敷地外に流出しないよう、土のう等で防止対策を講

じる
③敷地内外に流出した物質を回収・除去

■大鰐町内の火災・救急発生状況
（令和５年12月末累計）

令和５年 前年比

火　災 ３件 ＋２件

救　急 449件 ＋23件

東消防署 南分署
☎48・2108

消防だより
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特殊詐欺の被害をなくそう！
【宅配便で現金を送ることはできません！】

●青森県内の特殊詐欺発生状況（令和５年暫定値）　
　認知件数は97件（前年比＋58件）、被害金額は約

３億4,564万円（前年比＋約5,956万円）未然防止件

数は87件（前年比＋30件）。

　令和５年に認知した97件のうち、56件が架空料金

請求詐欺でした。

　架空料金請求詐欺とは、架空の名目を理由にお金を

だまし取ることです。

　今回は、そのうちの「パソコンのウイルス除去費用

名目」をかたる手口をご紹介します。

●パソコンのウイルス除去費用名目の手口
　パソコンを操作中に警告音が鳴り、画面に「ウイル

スに感染しました。サポートセンターはこちら。」な

どと表示され、画面に表示された電話番号に電話をか

けると、「修理代としてコンビニで電子マネーを買っ

て、コードを教えてください。」などと指示されます。

　⇒　一度支払うと、理由をつけて何度もお金を
　　　要求されます！

携帯電話を使用しながら ATM を操作している方

や、コンビニで多額の電子マネーを購入しようとして

いる方を見掛けたら、「詐欺じゃないですか」と声掛

けをお願いします。身に覚えのないお金の話は一人で
対応せず、必ず家族や知人、最寄りの警察署または交
番・駐在所にご相談ください。

■警察相談専用電話　☎＃9110　☎017・735・9110

サイバーセキュリティ月間です
　２月１日から３月18日は政府の定める「サイバーセ

キュリティ月間」です。

　不審なメールによる情報漏えい被害や個人情報の流

出など、生活に影響を及ぼさないように県民の皆さん

一人ひとりがサイバーセキュリティについての関心を

高めましょう。

★日常における情報セキュリティ対策★
①修正プログラムの適用

②セキュリティソフトの導入及び定義ファイルの最新化

③定期的なバックアップの実施

④パスワードの適切な設定と管理

⑤メールやショートメッセージ（SMS）、SNS での不

審なファイルや URL に注意

⑥偽のセキュリティ警告に注意

⑦スマートデバイスのアプリや構成プロファイル導入

時の注意

⑧スマートフォン等の画面ロック機能の設定

⑨他人に見られたら困るプライベートな写真や動画は

撮らない、第三者に送らない

「運転適性相談窓口」を活用してみませんか？
●運転適性相談窓口とは
　運転に支障がある病気等にかかった方やそのご家族

等からの相談のほか

・運転に不安のある方

・運転免許証の返納についてお悩みの高齢者の方

・上記にあてはまる方のご家族等

からの相談も受け付けております。

運転適性相談窓口は、

・青森県運転免許センター

・八戸、弘前、むつ自動車運転免許試験場

・県内各警察署

に設置しております。

　希望する相談場所へ事前にお問い合わせの上、ご相

談ください。

●安全運転相談ダイヤル（＃8080）
　病気や身体に障害を有する方の運転免許の取得に関す

ること、高齢者等の運転の継続に関すること、運転免許

証の返納に関することなどのご相談を受け付けておりま

す。

・全国統一の電話番号

　☎＃8080（シャープハレバレ）

・受付時間

　午前９時から午後４時まで

　（土・日・休日及び年末年始を除く）

■お問合せ
　青森県警察本部交通部運転免許課

　高齢運転者等支援係　☎017・782・0081

警察だより
黒石警察署大鰐交番
☎48・2241
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行事予報・戸籍の窓口など　  月替わりの掲載コーナー 

２月のおすすめレシピは ･･･

材料名
分量

（直径6㎝型の
カップ４個分）

ほうれん草 50g

バナナ 120g

A

ホットケーキミックス 100g

卵 １個

牛乳 50ml

砂糖 小さじ１

■レシピに関するお問合せ
保健福祉課健康推進係　☎55・7149（直通）

　　

町管理栄養士 ひなたの

おすすめレシピ
　　　　　　　vol.45

　ほうれん草と
　バナナのマフィン

◆作り方　
①オーブンは180℃に予熱しておく。

②ほうれん草はゆでて水にさらし、水気をきって、細

かく刻む。

③半量のバナナをボウルでつぶし、②と A を加えて

混ぜ合わせる。

④残りのバナナを輪切りにする。

⑤カップに③を入れて、上に④をのせる。

⑥オーブンに入れ、180℃で25～30分焼く。

★気になる栄養価（１人分）は？
エネルギー /153kcal、たんぱく質 /4.8ｇ、脂質

/3.1ｇ、炭水化物 /27.1ｇ、食塩相当量 /0.3ｇ

★レシピのポイント！
　ブレンダーやミキサーがある方は、材料を一気にま

ぜるとより簡単です。

※レシピは町ホームページにも掲載しています。

～今月の栄養コラム～

ほうれん草に豊富に含まれる葉酸は、赤血球の

生産を助けるため貧血予防におすすめです。また、

細胞の生産や再生を助けるため、体の発育にも重

要なビタミンです。妊婦や妊娠前の女性は、特に

意識的に摂ってほしい栄養素です。

　大鰐町民は野菜の摂取量が
少ないです。
　食事に野菜をたくさん取り
入れましょう！
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行事予報
■
毎
月
20
日
は
、
健
康
の
日
で
す
。
自
分
の
で
き
る
こ
と
か
ら
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
。

２ 月
９日（金）～ 3 月13日（水）〇町・県民税申告相談

３ 月
９日（土）〇大鰐中学校卒業証書授与式

15日（金）〇大鰐小学校卒業証書授与式

24日（日）〇消防出初式

■天候等による日程の変更にご注意ください

戸籍の窓口
■ １２ 月受付分

（※順不同、敬称略。大鰐町に届け出し、希望された方のみ掲載しています。）

大鰐町の人口と世帯数
令和５年12月末日現在
人　口 8,470人
前月比 －22人
　　男 3,904人
　　女 4,566人
平均年齢 57.1歳
世帯数 4,074世帯
前月比 －6世帯

・棟　方　宏　藏（90歳）蔵館２

・成　田　フ　サ（90歳）蔵館１

・藤　田　セ　ツ（83歳）唐牛

・相　馬　つ　せ（97歳）島田

・木　田　ト　ミ（95歳）三ツ目内 A

・神　　　昭　男（76歳）三ツ目内 B

・水　野　りひろ（唐牛）

お誕生おめでとう
お子さん（地区名 )

おくやみもうします
亡くなった人（年齢）地区名
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お知らせ・募集など　 おおわにかわら版 

第
２
回 

青
森
県
医
療
者
講
演
会
の

お
知
ら
せ

脳
卒
中
・
心
臓
病
の
ケ
ア
と
医
療
を
考
え
る

　
～
多
職
種
に
よ
る
地
域
連
携
～

●
主
催

青
森
県
・
弘
前
大
学
医
学
部
附
属
病
院　

脳
卒

中
・
心
臓
病
等
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー

●
と
き

３
月
12
日
（
火
）
午
後
６
時
か
ら
午
後
７
時
15
分

ま
で

●
と
こ
ろ　
Ｚ
Ｏ
Ｏ
Ｍ
に
て
配
信

●
内
容

①
「
小
児
期
か
ら
成
人
期
ま
で
の
一
貫
し
た
循
環

器
病
の
診
療
支
援
」

～
循
環
器
病
を
有
す
る
患
者
・
家
族
へ
の
支
援
体

制
の
構
築
に
つ
い
て
～

講
師
：
弘
前
大
学
大
学
院
医
学
研
究
科　

医
療
安

全
学　

教
授　

大
德　

和
之

②
「
先
天
性
心
疾
患
の
子
ど
も
の
医
療
、
保
健
、

福
祉
」

～
成
長
発
達
を
支
援
し
生
活
を
支
え
る
～

講
師
：
弘
前
大
学
医
学
部
附
属
病
院　

小
児
看
護

専
門
看
護
師　

齋
藤　

身
和

●
参
加
費　
無
料

●
定
員　
１
０
０
名

●
申
込
方
法

①
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
第
２
回

　

医
療
者
講
演
会
」
か
ら

②
2
次
元
バ
ー
コ
ー
ド
内
登
録

フ
ォ
ー
ム
か
ら

③
お
電
話
・
メ
ー
ル
に
て
申
し
込
み

※
当
日
参
加
、
当
日
キ
ャ
ン
セ
ル
も
可
能
で
す
。

問
青
森
県
・
弘
前
大
学
医
学
部
附
属
病
院　

脳
卒

中
・
心
臓
病
等
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
39
・
５
４
５
９

Enoushincenter@
hirosaki-u.ac.jp

令
和
６
年
度
申
込
受
付
中

「
奨
学
金
制
度
」
の
お
知
ら
せ

　

大
鰐
町
で
は
、
経
済
的
な
理
由
で
修
学
が
困
難

な
方
を
対
象
に
『
奨
学
金
制
度
』
を
実
施
し
て
お

り
ま
す
。

　
『
奨
学
金
制
度
』
の
申
込
書
類
は
、
学
務
生
涯

学
習
課
（
旧
大
鰐
第
二
小
学
校
内
）
に
備
え
て
お

り
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

１
．
奨
学
金
の
額

①
高
等
学
校
、
高
等
専
門
学
校
又
は
専
修
学
校
の

高
等
課
程
の
生
徒

　

月
額
１
０
，
０
０
０
円

②
大
学
（
専
門
職
大
学
、
大
学
院
、
専
門
職
大
学

院
、
短
期
大
学
、
専
門
職
短
期
大
学
を
含
む
）

又
は
専
修
学
校
の
専
門
課
程
の
学
生

　

月
額
３
０
，
０
０
０
円

２
．
貸
与
の
期
間

奨
学
金
を
貸
与
す
る
期
間
は
、
入
学
す
る
学
校

の
正
規
の
修
業
期
間
で
す
。
な
お
、
引
き
続
き

上
級
学
校
へ
入
学
し
た
際
は
、
そ
の
正
規
の
修

業
期
間
を
貸
与
の
期
間
と
し
て
継
続
で
き
ま
す
。

３
．
奨
学
金
の
返
済

学
校
卒
業
後
１
年
間
を
据
え
置
い
て
、
15
年
以

内(

貸
与
の
期
間
が
４
年
以
内
の
と
き
は
、
10

年
以
内)

の
半
年
賦
、
又
は
年
賦
で
返
済
。

４
．
申
込
期
限
（
書
類
提
出
期
限
）

　

令
和
６
年
３
月
25
日
（
月
）

問
大
鰐
町
教
育
委
員
会　

学
務
生
涯
学
習
課
（
大

鰐
町
中
央
公
民
館
）　

☎
48
・
３
２
０
１

青
森
県
県
民
公
開
講
座
の
お
知
ら
せ

●
と
き　
２
月
20
日
（
火
）　

午
後
３
時
～
午
後

４
時
ま
で

●
と
こ
ろ　

①
弘
前
大
学
医
学
部
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン

タ
ー
２
階
（
１
０
０
名
）

②
弘
前
大
学
医
学
部
附
属
病
院
１
階　

脳
卒
中
・

心
臓
病
等
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
（
10
名
）

③
Ｚ
Ｏ
Ｏ
Ｍ
に
て
配
信
（
１
０
０
名
）

●
内
容　

・
脳
卒
中
後
の
維
持
期
の
リ
ハ
ビ
リ
に
つ
い
て

佐
藤　

翔
さ
ん
（
弘
前
大
学
医
学
部
附
属
病
院　

医
療
技
術
部　

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
部
門　

理

学
療
法
士
）

・
脳
卒
中
後
の
在
宅
医
療
に
つ
い
て

佐
藤　

誠
人
さ
ん
（
弘
前
大
学
医
学
部
附
属
病
院

　

脳
卒
中
・
心
臓
病
等
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー

社
会
福
祉
士
）

・
個
別
相
談
会
（
希
望
者
の
み
）

●
参
加
費　
無
料

●
申
込
方
法　

・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
第
５
回
青
森
県
県
民
公
開

講
座
か
ら

・
お
電
話
・
メ
ー
ル
に
て
申

し
込
み

・
下
記
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら

※
当
日
の
お
申
込
み
や
キ
ャ
ン
セ
ル
も
可
能
で
す

問
青
森
県
・
弘
前
大
学
附
属
病
院　

脳
卒
中
・
心

臓
病
等
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
39
・
５
４
５
９

E
noushincenter@

hirosaki-u.ac.jp

家
畜（
鶏
含
む
）飼
養
者
の
皆
様
へ

【
令
和
６
年
定
期
報
告
の
時
期
に
な
り
ま
し
た
】

平
成
23
年
度
に
、
家
畜
伝
染
病
予
防
法
の
一

部
が
改
正
さ
れ
、
家
畜
（
鶏
を
含
む
）
飼
養
者
は

毎
年
定
期
報
告
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
し

た
。
次
の
家
畜
の
飼
養
者
は
忘
れ
ず
に
報
告
す
る

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

●
報
告
対
象　

①
鶏
（
青
森
シ
ャ
モ
ロ
ッ
ク
、
比
内
地
鶏
、
烏
骨

鶏
、
軍
鶏
、
チ
ャ
ボ
、
声
良
鶏
、
金
八
な
ど
含

む
）、
あ
ひ
る
、
う
ず
ら
、
き
じ
、
ほ
ろ
ほ
ろ
鳥
、

七
面
鳥
、
だ
ち
ょ
う

②
鳥
類
以
外
（
牛
、
馬
、
豚
、
山
羊
、
め
ん
羊
、

い
の
し
し
、
鹿
）

●
報
告
内
容　
令
和
６
年
２
月
１
日
時
点
の
頭
羽

数●
報
告
様
式　
「
定
期
報
告
書
」
様
式
は
大
鰐
町

役
場
農
林
課
窓
口
で
配
布
し
ま
す
。

　

つ
が
る
家
畜
保
健
衛
生
所

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し

て
い
ま
す
。

●
提
出
方
法　
大
鰐
町
役
場
農
林
課
ま
で
郵
送
ま

た
は
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

●
報
告
期
日　
令
和
６
年
３
月
１
日
（
金
）
ま
で

問
西
北
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
つ
が
る

家
畜
保
健
衛
生
所　

☎
０
１
７
３
・
42
・
２
２
７
６

大
鰐
町
農
林
課　

☎
55
・
６
５
７
４
（
直
通
）
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…ファクス　 …E メール　 …ホームページ　 …お問合せ・申込先F H

  

第
一
一
九
回 

俳
句
箱 

入
選
句

令
和
五
年
十
月
～
令
和
五
年
十
二
月

●
投
句
数　
　

小
・
中
学
生
の
部 　
　

二
二
二 

句

高
校
・
一
般
の
部　

 　
　

二
三 

句

　
　
　
　
　
　
　
　
　

合　
　

計 　
　

二
四
五 

句

優
秀
賞

●
小
・
中
学
生
の
部　

お
ば
け
だ
ぞ
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
は
た
の
し
い
な　
　
　

      

大
鰐
小
学
校　

一
年　

藤
田
ゆ
い
な

わ
た
し
は
ね
ゆ
う
や
け
そ
ら
が
と
て
も
す
き　
　
　
　

大
鰐
小
学
校　

一
年　

福
士　

心
寧

お
つ
き
さ
ま
よ
る
に
な
っ
た
ら
つ
い
て
く
る　

    　

  

大
鰐
小
学
校　

一
年　

小
堀
す
み
れ

マ
リ
ー
ゴ
ー
ル
ド
み
ん
な
ち
が
っ
て
さ
い
て
い
る　

  

大
鰐
小
学
校　

二
年　

木
田　

凪
咲

ふ
ゆ
の
そ
と
は
ん
そ
で
が
ま
ん
男
の
子　
　
　

      

大
鰐
小
学
校　

二
年　

三
浦　

莉
琉

ラ
ム
ネ
び
ん
せ
ん
を
ぬ
く
と
き
ド
キ
ド
キ
だ　

      　

大
鰐
小
学
校　

三
年　

葛
西　

咲
乃

ス
キ
ー
場
動
物
足
あ
と
ア
ー
ト
み
た
い　
　
　

 　

     

大
鰐
小
学
校　

五
年　

森
山　

仁
子

大
掃
除
雪
も
ほ
こ
り
も
宙
を
ま
う　

  　
　
　
　
　

    

大
鰐
小
学
校　

六
年　

浅
利　

悠
羽

鰯
雲
飛
行
機
雲
も
大
空
に　
　
　
　
　
　

  　
　
　

    

大
鰐
小
学
校　

六
年　

田
澤　

晴
佳

窓
の
外
聞
こ
え
る
声
は
夏
の
も
の　
　
　

  　
　
　

    

大
鰐
中
学
校　

二
年　

下
山　

芽
依

●
高
校
・
一
般
の
部

雲
海
は
ワ
ニ
の
吐
息
と
見
つ
け
た
り　
　
　
　
　
　
　
　

  　

八
戸
市　
　
　

品
田　

郁
夫

秋
の
蝶
ひ
ら
ひ
ら
と
舞
う
露
天
風
呂　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

弘
前
市　
　
　

笠
原　

奉
明

大
鰐
の
湯
か
ら
眺
め
る
秋
の
雲　
　
　
　
　
　
　
　

  

福
岡
県
糸
島
市　
　
　

吉
井　

聡
美

旅
人
と
浸
か
る
足
湯
や
山
粧
う　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

大
鰐
町　
　
　

白
川　

堅
介

湯
の
街
の
駅
に
降
り
た
き
月
も
あ
り　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

弘
前
市　
　
　

木
村　
　

匡

秋あ
き
つ
い
り

黴
雨
畑
終
い
に
土
固
め　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

弘
前
市　
　
　

野
呂　

秀
紀

広報おおわに ２月号

E 問

合葬墓に関するアンケート調査の結果について
令和５年10月に行いました「合葬墓に関するアンケー

ト調査」の集計結果をご報告いたします。

今回の合葬墓に関するアンケートに多くの皆様よりご

協力をいただきありがとうございました。お寄せいただい

たご意見は今後の合葬墓整備を検討するうえで参考とさせ

ていただきます。

●調査目的　合葬墓に関する町民のニーズ把握のためアン

ケートを実施

●調査対象　大鰐町在住の18歳以上の町民　800名（住

民基本台帳からの無作為の抽出）

●調査方法　郵送による調査表を送付し返信封筒による郵

便回収

●調査期間　令和５年10月４日から10月31日まで

●回収結果　328件（回収率41.0％）

集計結果（紙面の都合上一部のみ掲載しております。）

アンケート結果の詳しい状況については町ホームページま

たは３番窓口で閲覧できます。

墓の保有状況について
ある又は受け継
ぐ予定がある　

ない又は受け継
ぐ予定がない　 わからない

283（86％） 26（８％） 16（５％）

合葬墓整備を行う必要について
引継ぎに不安が
ある、管理人が
不在　　　　　

子孫への負担
軽減のため

従来より
負担軽減

105 130 55

個人管理不要 町営の安心感 宗教へのこだわ
り不要

114 143 87

その他

13

合葬墓整備について
整備希望又は
検討するべき 整備不要 わからない等

254（77％） 49（15％） 25（８％）

墓の保有場所について

大鰐霊園 町外 町内寺院
墓　　地

町内集落
墓　　地 不明等

21
（６％）

30
（９％）

59
（18％）

175
（53％）

43
（14％）

■お問合せ　住民生活課生活環境係　☎55・6563（直通）
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発
行
　
大
鰐
町
役
場
（
〒
〇
三
八 

― 

〇
二
九
二
　
青
森
県
　
　
　
　
南
津
軽
郡
大
鰐
町
大
字
大
鰐
字
羽
黒
館
五
番
地
三
）　
　
　
　
　
　
編
集
　
総
務
課
　
☎
〇
一
七
二
―
四
八
―
二
一
一
一
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今月の表紙
会場は子ども達の明

るい笑い声に包まれてい
ました。また、一生懸命
創意工夫しながら作業し
ている姿がとても印象的
でした。

詳 細 は ２ ペ ー ジ の
「楽積み木広場が開かれ
ました」をご覧くださ
い。

大鰐町ＨＰへ
ジャンプします

わになって みんなポカポカ 大鰐町

廣
ひ ろ せ

瀬　七
な な せ

星 ちゃん
　（三ツ目内Ｂ）

３歳児健診 むし歯のない子３歳児健診 むし歯のない子
12月の３歳児健診でむし歯が無かった
子どもたちを紹介します！

二
に が わ ら

川原　一
い ち か

華 ちゃん
　　（大鰐７Ａ）

對
つ し ま

馬　三
み つ は

華 ちゃん
　  （大鰐６Ｂ）

外
とのさき

崎　ひよ莉
り

 ちゃん
　 　 （居土）

吹
ふ き た

田　渚
な ぎ と

柊 くん
　  （蔵館5B）

小
お の

野　陽
ひ ま り

茉梨 ちゃん
　　 （八幡館）

佐
さ さ き

々木　甫
はじめ

 くん
　　  （森山）


